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「対 話」 をめ ぐるグル ープ ・ダイナミックス
一 地域における人と動物の関係の事例より

加藤 謙介

〈要旨〉

本研究では、地域における 「対話」 の動態について、特に人と動物の関係を事例として検討を試

みた。 具体的には、横浜市磯子区 ・西区で行われている 「地域猫』 活動を事例として取り上げ、

長期 間の実践の中で展開された「対話」の特徴を整理した。 その上で、この実践が、常に他者の

声を反映し、多声性を顕在化させる試みであることを論じるとともに、地域内のコンブリクトを解消する

ための 「対話」の技法と捉え、考察を試みた。

また、災害時における「対話」として、筆者のボランティア体験を事例として取 り上げ、補論として章

末に添付した。具体的には、新潟県中越地震被災地に、ペット問題への相談をきっかけに関わるよ

うになった筆者が、自身の視点をどのように変化させていったのかを整理した。その上で、 「同じ物を

見る」 という経験、 「並ぶ関係」 が、新たな 「対話」の端緒となることを考察した。

〈キーワー ド〉

対 話,多 声性,グ ループ ・ダイナミックス,地 域猫,新 潟県 中越 地 震

はじめに

筆 者は、大 阪大学21世 紀COEプ ログラム 厂インターフェイスの人文学」17年 度若手研 究者研

究助成 費の助 成を受けて本研 究を進めるにあたり、当初は、平常 時 ・災害時における人と動物の関

係をめぐる 厂対話」の事例 の接続 を試みようとしていた。 具体的 には、平常時 における人と動物 の

関係をめぐる 「対 話」の事例 として 「地域猫 』活動 を、災害時 における事例として、新 潟県中越

地震被 災地におけるペット飼育の問題を取り上 げ、前者 の知 見を後者に援用す るインターローカルな

研 究を企図していた。 しか しながら、研 究を進めるにつれ、後者の事例 はより複 雑な事 態を孕んで
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おり、安易な援用 は控 えるべきであると考えるようになった。研 究計画 の段 階では、両者 の事例を接

続 した考察を行 う予定であったが、本稿 では両事 例をいったん区別し、それぞれ別の枠組 みから捉

え直すこととした。

以下では、横浜 市磯子 区 ・西 区における 『地域 猫』活動 の事例 を中心 に、 「対話 」をめぐるグ

ループ ・ダイナミックスについて論 じる。 また、補論 として、被 災地におけるペ ット問題 を契機とする

「対話」 について、筆者 自身の経験 を整理 したものを述べる。

1問 題

1-1地 域における人と動物の関係

近年、様 々な形 での人と動物 の関係に注 目が集まっている。 多種 多様なペットが流 行 する 「ペッ

トブーム」をめぐる問題(e.g.,宇 都宮,1999)、 臨床場 面に動 物を介在 させ治療 効果を上げようと

する、いわゆる 「アニマル ・セラピー」 の実践(e.g.,岩 本 ・福井,2000)、 工場的 畜産に対す る

批判 として隆盛する 「動物権 」運動(e.g.,ド ゥグラツィア,2003)、 狂牛病 や鳥インフルエンザ等 の

人獣 共通 感染症をめぐる問題 等、枚挙 に暇がない。

特 に、我 々の生活 にとって身近なものとしては、ペットをめぐる諸問題が注 目されている。 ペットと人

間の 関係 は、 人間にとって喜 びをもたらすだけではなく、しばしばトラブルの原 因ともなっている。 人

と動物の関係に関する研究の概説書 にも、都 市でペットを飼 育することをめぐる問題の具体 的な事例

が挙 げられている(例 えば、Katcher&Beck,1983;Beck&Katcher,1996)。 例えば、Beck

とKatcher(1996)は 、 「都 市に暮らす犬 」という章題で、人畜 共通感 染症の対 策、ペット飼育 を

めぐる法律 の整 備、 公園などの環境 整備 、ペットを多頭 飼育す る 「動物 中毒 者」の問 題、ペット問

題に関する衛 生局 と動 物愛護 団体の意義 ・重要 性などを論じている。

都 市におけるペット飼育は、人 間・動物 双方にとって、様 々な問題 を引き起 こしている。 これらの

問題に対するとりあえずの対応として、BeckとKatcher(1996)は 、 「動物 の重要性 について人々

を啓 蒙」することや、 「本質的な情 報を活 用して、命 を尊ぶことの重要性 を教えること」等を挙げて

いる。 しかし、こうした主張は誤りではないだろうが、ここには、ペット嫌悪派の声は含 まれていない。

また、 こうした主張では、 「動 物は(人 間にとって)良 いものである」という前 提が、(ペ ット擁 護派
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によって)無 条件 に是として議論が 進められており、都市におけるペ ット飼育 をめぐるコンフリクトを解

消するために不可欠な 「対話」 の姿 勢が薄 らいでいるように見受 けられる。

こうした中、コミュニティ内でのペットをめぐる葛藤をうまく調整しなが ら、地域 において、人と動物

との共存を図ってきた事例 がある。 それが、 『地域猫 』活動 である。 『地域猫 』とは、 「ノラ猫を不

妊 去勢手術の徹底、エサの管 理、フンの清掃 、周辺 の美化 など地域 のルールに基づいて適切 に飼

育 管理し、ノラ猫の数 を今 以上に増 やさないで一代 限りの生をまっとうさせることで周 辺住民 の認知

が得 られた猫 のこと」(黒 澤,.2005,p.7)と 定 義されている(黒 澤,2005)。 要 するに、ノラ猫の

世話に関するルールを地域で決め、それに則って地域で猫の世話をしようとする試みが 『地域 猫』

活 動である。 横浜 市における 『地 域猫』活動の特徴 は、ノラ猫 をめ ぐるトラブルを、猫の 問題では

なく、徹 底的に地域 の人間 関係 として捉えようとしているところにある(e。g.,黒澤,1999)。 また、ノ

ラ猫の数を減らすのではなく、 『猫 トラブル』 をなくすことを目的としていることも重 要である。 『地域

猫』活動 は、地域における人と動物 の共存の事例 として注 目を集め、横 浜市以外 でも実践が広 が

りつつある(松 浦,2001)。 『地域 猫』 活動 は、地域 における 「対 話」 の事例 として大 変興味深

いと言 える。

1-2研 究 の 視 点:コ ミュニケ ー ションにお ける 「多 声 性 」とグル ープ ・ダイナ ミックス

本研究 では、 「対話」をテーマとして取 り上げ、グループ・ダイナミックスの観 点から検 討を試 みる。

「対話」 は、心理学において、主 にコミュニケーションの問題として、研究が重 ねられてきた。

ワーチ(2004)は 、これまでのコミュニケーションに関す る枠組みは、情報伝達概 念に基づいてモ

デル化 されていると論じている。 これ は、 『送り手による概 念の信号 への翻訳(符 号化)/受 け手 へ

の信 号の伝 達/受 け手によるメッセージ「解 読」』を特 徴としている。 こうしたモデルは、我々がコミュ

ニケーションに関して用いるメタファーによって変容し、リニアな情報伝達の図式とみなされることとなる。

このメタファー、 『導管メタファー』には、次の4つ の特徴 があるとされている(ワーチ,20b4,pp.99-

100)。 即ち、 「言語は導 管のように働 き、ある人から他の 人へと身体 的に思考を伝達 する」、 「書い

たり話したりするときに、 人は思考や感情を語 にはめ込む」、 「語は思 考と感情 の器 となり、それを他

者に運搬 することによって伝達が行われる」、 「聴 いたり読 んだりするときには、人々はその語 から思 考

や感情を引き出す」、の4点 である。 この流れを図式化 したものが 、以下の図である(Figure])。
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送り手

送信された信号 受信された信号

一 一 → チャネル ー 一 → 受け手

Figure1導 管メタファーを基礎 とする

コミュニケーションの伝達モデルの図式(ワ ーチ,2004,p,100)

このような、単一 方向へ 向けられた矢 印で表されるコミュニケーションモデルには、様々な批判が寄

せられている。 ワーチは、以下の3点 の批判 を挙げている。 第1に 、 「(一方向の矢印で表現され

る)単 声 的仮 説へ の批判 」即ち、受 け手 の能動性を無視 しているとの批判 。 第2に 、 「単一不 変

の意味やメッセージを発するという想定へ の批判」。 第3に 、 「過 去・耒来を含む広範 囲の流れと無

関係にメッセージが解読されるという想定へ の批 判」である。 こうした批判 は、単 に矢印を双方 向に

変えるだけで解 決されるものではない。 なぜ なら、それは単 方向の単声 的なメッセージのやり取 りが

2つ あるだけになるからである。

ワーチは、ロシァの文芸批 評家パフチンの考えを援用し、コミュニケーションに関して、 「多声性 」

の観 点から捉えなおすことを提唱している。 この概念 は、意 味伝 達ではなく、意味の生 成に焦点を

当てたものとなっている。 コミュニケーションに際して、送り手も受け手も、常に誰か他 者の声を借 りて

発 話を行い、また、常 に誰か具体 的な誰 かに向 けて発話を行う(宛 名性)こ とが強 調されている。

即 ち、 「多声性 」とは、我々のコミュニケーションが本源 的に他 者との 「対 話」 であることを主張 す

る概念 であると言 える。

単声性 と多 声性の 区別は、パフチンの言う 『「権威 主義 的」 言葉』 と 『「内的説 得力のある」

言葉 』の区別 に関連しているとワーチは述 べる。 前 者は、発話とその意 味が固定されており、他 の

新 しい声と出会っても変わることが ない、という仮定 に基づ いた言 葉とされている(ワ ーチ,2004,

p.107)。 この言葉は、他者の声および社会 的言語との接触 能力がないという特徴があり、ただ伝 達

されるのみで変化をもたらさない。 一 方、後者 は、 「半 ば自己の、他 者の言葉である」。 それゆえ、

新たな意味 生成の可能性 に開かれている。

このように、多声 的なコミュニケーションモデルとは、我々がコミュニケーションの際に用いる 意味 、

及び、その伝 達のあり方の中に、徹底 的に他者 を組み込んだものであると言える。 「多声性」とい

う概 念で述べ られている内容自体 は、社 会構 成主義 の観 点からすれば、それ ほど新 奇なものではな

いだろう。 我々が用いる全ての意味が社 会的に構 成されるとす る立場では、全てのコミュニケーショ

ン(及 び伝 えられる情 報 内容自体)は 、複数 の人々の声によってのみ構 築されると考えられるからで
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ある。 しかし、通常 用いられている 『導管メタファー』ではなく、 「多声 性」の概 念から 「対話」を

検 討しなおすことで、理論 的 ・実践 的に新たな知 見が得 られると考えられる。

一方
、筆者 の依拠 するグループ・ダイナミックスでは、コミュニケーションは、集合体 の全体的性 質

(集合 陛)における規範 の生 成・維持 ・変容 ・消去の過程 と位 置づけられている(e.g.,杉 万,2001)。

グループ ・ダイナミックスは、社 会構成 主義をメタ理論 とし、集合体 こそが 我々の 「心」 を形作 る主

体 であると主張す る(杉 万,2001,p。644)。 集合体 の全体 的性 質は、観 察可能な動態(集 合 的

行動)と 、それを支える規範 ・雰 囲気の生 成過程(コ ミュニケーション)の2側 面が あるとされる。

集合性 は、 〈異 質性 〉の出現によって大きく変容 する。 異 質性 とは、ある集合性Aと は異 なる性

質 を持つ集 合性Bの ことを指す(楽 学 舎,2000)。 その変化 の過 程は、以下のような図で表すこ

とができる(Figure2)。

ゆ
蠡i變i鷺慧;…瓣i議耄ゆ

Figure2

鑾集谷性=ﾂ.

骸iii.夐"鏃 鏐.

グループ ・ダイナミックスにおけるコミュニケーション

〈異 質性 〉による集合性の変容過程

　麟轗

鑾 ………:……1…iiiililiiiiiiiiii…iiii…iiii鑑ii…i瓢

懸獅 餮..

懸 灘 ・

ある集合性Aと 、Aと は異なる集合性Bが あるとき、両 者が完全に異 質である場合 、集合性A・

Bに は変化 は生じない(Figure2:左 端)。 しか し、何らか の理 由によって、集合性Aの 成員aと

集 合性Bの 成員bを 包む新たな集合性Xが 生成 されることが ある(Figure2:中 央)。 新たな集

合性Xは 、既存 の集合 性A・Bの 性 質を部分 的に有しつつも、異 なる性 質を持った集合性 である。

既 存の集合性A・Bは 、この集合性Xの 出現 を通 して変容す る。 また、集合性X自 身も、A・B

との交わりの中で、その性質を変化 させる(Figure2:右 端)。 本稿では、 この異質 な集合性Xの

ことをく異 質性 〉と表記 する。

グループ ・ダイナミックスの観点 では、 「対話」 とは、Figure2の ように、 異なる集合性 同士がく

異質性 〉の出現によって変容 する過 程である。 また、 『地域 猫』活動は、それまでの地域社会 とい

う集 合性の中 に、 「地域で猫の世話 をす る」という集合的行動 ・コミュニケーションを有す る新たな集
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合性(〈 異 質性 〉)が 出現し、そのく 異質性 〉が 、既存の集合性 も含 めて変容 する過程である

と見做すことができよう。

本稿 では、 「対話」を、〈異 質性 〉の出現による集合性の 変容過程として位 置づけ、特に 「多

声性」という概 念から、その変容の特徴 について考 察を試みる。 具体的には、地 域における 「対

話」 をめぐるグループ ・ダイナミックスについて、横 浜市磯 子 区 ・西 区の 『地域猫 』 活動 を事例 と

して検 討する。 その上で、 『地域猫 』活動において見 られた 「対話」の動態のモデル化を試みる。

2事 例 横浜市磯子区 ・西区における 『地域猫』活動

2-1方 法

筆者 は、横浜市 磯子 区、及び西 区における 『地域 猫』活動 の事 例に対 して、以 下の方法を用

いて調 査を行 った。

2-1-1磯 子 区の事例 に対 して=イ ンタヴュー ・ドキュメント分 析 ・資 料整理

インタヴュー:筆i者 は、2004年8月 及び9月 に、横浜市磯 子 区における 『地域猫 』活動の 関係

者(保 健所 職員1名 、獣 医1名 、ボランティア1名)に インタヴューし、 同 区における 『地域猫 』

活動 の経緯 ・概 要 の聞き取りを行った。 また、2005年12月 には、磯子 区猫の飼育 ガイドライン推 進

協議 会の事務 局長に対しても聞き取 りを行った。 筆 者は、質 問項 目を提示して半構造 化面接を行う

ともに、許可 を得 て内容 を録音した。 インタヴュー時 間は、約1時 間30分 ～2時 間であった。

ドキュメント分析:「 磯 子 区猫 の飼育ガイドライン」成立前後 のドキュメントを2つ 取 り上げ、そこで

示されている 「対 話」 の特 徴を整理 した。 成立 前のドキュメントとして、1997年6月 ・9月 ・11月

に開催 された 「区民 と考える猫問題 シンポジウム(ニ ャンポジウム)」 の報 告書(横 浜市磯子 区役

所 衛生 課,1998)を 取り上げた。 報告 書には、各 回の発言 内容が 整理されているとともに、配布

資料やガイドラインの雛形 なども収められている。 本研究 では、この資料に基づき、ガイドライン制定

前に、 『地域 猫』 をめぐってどのような 「対話」 がなされたのか、その特徴 を検 討した。

また、成立 後のドキュメントとしては、磯子 区猫の飼育 ガイドライン推 進協議 会発行 の会報誌 「い

そこにゃんねっと」(B4版 ・裏表2ペ ージ:Vol.1～Vo1.12;2001年10月 ～2004年8月)を 取
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り上 げた。 「いそこにゃんねっと」は、磯子 区猫の飼育ガイドライン推進協 議会に加入し、年会 費を

納めている会員約200名 に対 して配布されている。 本研 究では、ニューズレターの見 出し文 ・内容

に含まれる言説の特 徴から、 ガイドライン制 定後に、 関係 者が行 ったP地 域猫 』 活動をめぐる 「対

話」 の特徴を検 討した。

資料整 理:横 浜市磯 子区における 『地域 猫』活 動に関係 する資料を収集 し、活動 の経緯を整

理した。 資料としては、 「区民と考 える猫 問題シンポジウム報 告書」(横 浜市 磯子 区役所 衛生課,

董998)、 「磯子 区猫の飼育 ガイドライン」(横 浜市磯 子区役所 衛生課,1999)に 加 え、 当事 者が自

身の経験 を著 したもの(黒 澤,2005)、 『地域猫』 活動を取材したもの(松 浦,2001)等 、一 般

書 として刊 行されているものも対象 とした。

2-1-2西 区の事 例 に対して:参 与観 察 ・インタヴュー ・資料整 理

参 与観察:筆 者 は、2005年6月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 に、横浜 市西 区における 『地域

猫』活動の 中心組 織である 「西 区の猫を考える協 議会」の活動 に参与 観察を行った。 対象となっ

た活 動は、協議会 の運営会議 、及 び、西 区で行われたイベント(「西 区民 まつり」へ の協 議会とし

ての 出店)で あった。 筆 者は、これらの会 合やイベントにおいて、 主に記録係 として参加 し、議論

の書記を務 めるとともに、協 議会の活動の特徴を記述した。 また、 会議 中に実践 家か ら意見を求 め

られた際には適宜 コメントを述べ るとともに、 筆者 自身の見解 をまとめたもの(学 会発 表原稿など)を

提示 し、意 見を交換 し合 った。

インタヴュー:協 議 会の活動へ 参与 する際、協議会 スタッフや行 政関係 者に対 してインフォーマル

なインタヴューを実 施し、同区での取 り組 みの現状と課 題について聞き取 りを行った。 また、2004年

8月に、 同区内で先行 的に取り組 みを行っていた地区を訪 問し、 関係 者にインタヴューを行った。 加

えて、2005年8月 に、西 区の 『地域 猫』活動 のモデル地 区の1つ で活 動するメンバー3名 に対 し

て、2005年12月 には、西区の協議 会会長 に対 して半構 造化面接を行い、許可を得て内容を録 音

した。 インタヴュー時間は、約1時 間30分 ～2時 間であった。

資料整 理:上 記2つ の調査結 果に加 え、横浜市西 区における 「地域猫 』活動 に関係 する資料

を収集 ・参照 し、同区における 『地域猫 』活動 の経 緯を整理した。 資料としては、 「西 区猫の飼

育 ガイドライン」(横 浜市 西区役所 生活衛生 課,2005)に 加え、 当事 者が自身の経験を著したもの

(黒澤,2005)も 対 象とした。
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2-2結 果:横 浜市磯子区・西区における『地域猫』活動の特徴

本節では、上記 の調査を踏まえ、磯 子区 ・西 区それぞれの 『地域 猫 』活動 について、(1)活

動の経 緯、(2)ガ イドラインの概 要、(3)協 議会 の活 動、(4)活 動 の全体 的特 徴 、の4点 から整

理を行った。

2-2-1磯 子 区にお ける 『地域猫 』 活 動

(1)活 動の経緯

磯 子区では、 「地域猫 』活動 の立役 者K氏 が、区役所 衛生課 に着任 した1994年 頃か ら、野

良猫に関する苦情が 目立つようになった(横 浜市磯 子区役所 衛生課,1998)。 これを受 けて、同区

では、1997年 度より、 「横浜市 磯子 区ホームレス猫防 止対策事 業」 を開始 した。97年 度 の事業

は、 「飼い猫の飼育申出手続きの実施」、 「猫 の飼 育アンケート調査の実施」、 「『区民と考 える猫問

題シンポジウム』(ニ ャンポジウム)の 開催 」 の3点 であった。 特に、 「区民と考える猫問題 シンポ

ジウム」(以 下、ニャンポジウム)は 、 『地域猫 』活動 の指針である 「磯 子 区猫 の飼育ガイドライン」

制定の転機 となった重要な事業 である。 ニャンポジウムには、猫 問題 に関心を持つ地域 住民が参加

し、地域 での猫飼育 にっいて激論が交わされた。 この時 の議論を通して、 地域 での猫 飼育をめぐ

る様 々な問題が 明示化 されることとなった1)。

98年 度事 業では、ニャンポジウムの報告書 が作成 ・配布されるとともに、 「磯子 区猫 の飼 育ガイド

ライン検討 委員会」が設置され、 公募された区民9名 、及び専 門委 員5名 が 、区 内における猫飼

育のガイドライン作成の ため議論を行った。 その結果 、1999年3月10日 付 で、 「磯 子 区猫 の飼育

ガイドライン」 が制定 された。

99年 度 には、ガイドラインが周知されるとともに、ガイドラインを施行 するための組織作 りが進められ

た。 第1に ガイドライン普及推 進員の募集 、第2に 「地域猫 実践グループ」 の募集 、第3に 「磯

子 区猫 の飼 育ガイドライン推進協 議会」 の設立である。

2点 目の 「地域 猫実践 グループ」 は、実 際にホームレス猫へのエ サやりや糞の始末等 を担 当す

る地域 のボランティアグループである。3名 以 上の任 意の集団がこれに認められ、様 々な活動 を行っ

ている。 当時は、13グ ループからの届出があった。

3点 目の 「磯 子 区猫の飼育ガイドライン推進 協議会」は、磯 子区獣 医師会 、町 内会、保 健指 導

員会 の代 表をはじめ、地域猫 実践グループ、ガイドライン普及推進 委員、賛 同する市民か らなる組
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織である。1999年8月2日 の設立 当初 は40名 が 会員 となっている。 同協議 会では、会員向 けの

ニューズレターである 「いそこにゃんねっと」 を発行している2)。

これらの事業 は、1999年 度 まで行 われ、2000年 度より、 「動物と暮 らすゆとりのある街 づ くり事

業」 に引き継がれている。

(2)「 磯 子区猫 の飼 育ガイドライン」 の概 要

次に、横 浜市磯 子 区で制定された 「磯子 区猫の飼育 ガイドライン」 の概 要を整 理してみよう(横

浜市磯子 区役所衛 生課,1999)3)。 「磯子 区猫の飼育ガイドライン」は、 「1目 的」 「2基 本的

考え方」 「3定 義 」 「4飼 い主の一般 的心構え」 「5猫 の本能 ・習性 ・性 質」 「6遵 守事

項 」の6項 目からなる。 このうち、 第6項 目である 「遵守事 項」には、地域における飼育猫 、ホー

ムレス猫の世話についてのルールが定められている。 特 に、ホームレス猫に関しては、 「飼育管理 に

ついて」(小 項 目7)、 「健康 管理について」(小 項 目4)、 「その他」(小 項 目1)の 計12項 目が

設 けられている。

『地域 猫』活動 に特徴 的なのは、 「飼育管 理」に関す る記 述であろう。 ガイドラインでは、 厂ホー

ムレス猫 の面 倒を見ようという人は、 できるだけグループや集団で役割分 担しなが ら活動 し,代 表者

を決める等責 任の所在 を明らかにして(中 略)周 辺住民の理 解を求めるよう心がけること」、 「エサ

場 は,周 辺住 民の一般生 活上支障のない場所を決めて,そ この場所以外 ではエサを与えないこと」

等、 「周 辺住 民」へ の配慮が明記 されている。 もちろん、猫の健 康維持 にも配慮が払われており、

エサやりの方法 に加え、別 途 「健康 管理」についても取 り決めがなされている。 しかし、そこでも、

猫のエサや糞尿 によって 厂周辺住 民」 が迷 惑を被ることがないよう、注 意がなされている。

このように、 「磯 子区 猫の飼 育ガイドライン」 は、単に猫 の世話についての取 り決めがなされてい

るだけではない。 むしろ、 『地域猫 』活動 を進 めるために、直接猫 の世 話をしない、あるいは猫を

嫌悪している 「周辺住 民」 に対 して、どのような配慮 をすべ きかに力 点が置かれていると言える。

(3)「 磯子 区猫 の飼 育ガイドライン推進協 議会」 の活動

上述のように、磯子 区では、猫の飼育ガイドラインを実 行・普及させるための組織 として、1999年

に 厂磯 子区 猫の飼育ガイドライン推進 協議会」が設 立されている。 年会 費1,000円 を納 めている会

員の数は、2004年 度 で219名 であった。 中心となって活動しているのは、会長1名 、副会長2名 、

会 計1名 、運営 委員4名 、監事1名 、事務 局長1名 の計10名 である。 このうち、会長 ・監事 ・

事務 局長は、磯 子 区獣医師 会のメンバーが務 めている。

2005年 末時点での協 議会の活動 について、同協議会の事務 局長は、筆者のインタヴューに答え
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る中で、平成16年 度の活動 報告書 を参照しながら、次 の6点 を説明した。 第1に 、ニュースペ ー

パー 「いそこにゃんねっと」の発 行である。 年 間4～5回 発行し、現在13号 まで発刊 されている。

12号 まで、 地域猫実 践グループの一員であり、協議会の運営 委員も務 めるボランティアY氏 が、編

集委 員長であった。 第2に 、 「グループ活動 報告書」の配布 ・回収である。 協議 会では、 区内で

活動 する地域 猫実践 グループに対して、年 に1回 アンケートを配布し、活動の現状把 握に努 めてい

る。 平成16年 度は、29グ ループ中26か ら回答があったとのことである。アンケートでは、エサ場

の数 ・猫の頭数 ・避妊 去勢手術 の 回数に加 え、周辺住 民からの苦情 の有無、猫のエ サ場 の清掃

の有無に関す る質問項 目も設けられている。 第3に 、避妊 去勢手術費用の助成である。 協 議会は、

会費や募 金、バザーの収益 等から30万 円の予 算を組 み、ノラ猫 の避 妊去勢 手術の費用の補助 を

行っている。 そもそも、区 内でのノラ猫に対 する手術 費は、獣 医師の協力の下、かなり低 額におさ

えられているが、そのうちメス1頭10,000円 に対 して6,000円 、オス1頭5,000円 に対 して3,000

円を、協議 会から助 成 している。 これらに加え、 第4に 、募 金活動 、第5に 、磯 子区民 祭りでの

バザー、第6に 、区のイベントであるパネル展へ の参加 等の活動を行っている。

協議 会の目下の課題として、事 務局長 は、 「(『地域猫 』活動について)も っと広 く関心 を持って

もらうこと」 及び 「ボランティアグループの意識 を高めてほしい」の2点 を挙げた。 前 者について事

務局長 は、 「(『地域 猫』 という)こ とばだけはよく聞 くようになったが、ちゃんと理 解している人は少

ない」 「(活動が)う まくいっている地域 は、住 民全体 が 『地域猫』 活動 を知っている場合が多 い

と思う」「うまくいくためには、活 動を 『知 らせる』ことが大切 になる」との見解 を述 べ た。 一 方、後

者については、ボランティアの中に 「わかってない人、 思い込みが 強い人が多い」ことが問題であ

り、話し合いを重 ねるしかないと述 べ た。

これらに加え、 「磯 子 区での 『地域 猫』 活 動の成功の秘訣 は?」 との筆者 の質問に対 して、事

務 局長は、(磯 子区 での活動 は 『地域猫 』活動 の先駆事 例として高い注 目を集めているとは言 え)

「まだまだ成功 とは言えない」 と、やや否定的 な見解を示した。

(4)磯 子 区における 『地 域猫』 活 動の特徴

磯 子 区における 『地域 猫』活 動の特徴 は、以下の点 にまとめられる。 第1に 、当事者らが、何

度も議論 を重ね、地域の猫 問題について、 「猫 のトラブルは、猫好 きだけでなく、地域住民 全体の

問題である」と位 置づけるようになったことである。 特 に、 『地域猫』飼 育ガイドライン作成の準 備段

階から、地域 での猫飼 育を擁護 する人々だけでなく、猫飼 育の反対派 の意見をも積 極的に取 り入れ

ていたことが特徴 的である。



第2に 、行 政、特に保 健所職 員が中心となり、地域住民 ・獣医 師 ・関係 団体 との連携 を図った

点である。 特 に、実 際に 『地域猫 』 としてノラ猫を世話 するにあたっては、地域住 民によるボラン

ティア活動が重要 な役 割を担 っている。 地域 での猫飼育に対 して、住 民たちが話し合 いの機会を設

け、相互に意見を交わし、猫飼育のためのガイドラインを作成 していった過 程は、まさに、住民によっ

て、猫飼育 問題という社 会問題が構 築されていったプロセスと見做 すことができる。

2-2-2西 区における 『地 域猫』、活動

(1)活 動の経緯

西区での 『地域猫 』 活動 は、磯子 区の 『地 域猫』 活 動の立役者 である黒澤 氏が西 区に異動

した2001年 からほどなく開始された。 黒 澤(2005)に よれ ば、異動 当初は、高齢者 が猫にエ サ

やりをし、住民からも特に苦情も出ない関係 ができており、 「猫 との共存 がされていて、地域猫 らしく

なっていた。」(黒 澤,2005,p.66)そ うである。 しかし、街 の開発 が進み、若い世代 の流 入が増

えるに従い、次第に猫をめぐるトラブルが増 加していった。

このため、2003年9月 に、猫 トラブルに関して区民 の意見を聞き取るアンケート調査 が実 施され

た。 この結果、猫が起 こす被 害で困っている人は52.6%、 そのうち、糞 尿の被害が863%、 敷地

内への進 入が60.6%と いう実 態が明 らかになった。
ゼロ

これを踏まえ、西 区では、2004年4月 から、 「猫 トラブル 『0』をめざすまちづ くり事 業」 が 開

始 された。 まず、 区民か らの公募により 「猫 に関 する検 討委 員会」を開催し、猫 トラブル減 少を目

指 すための飼 育ルールの必要性 を結論付 けた。 次いで、2005年2月 に 「西 区猫 の飼 育ガイドラ

イン」を完 成させ 、事 業の普 及に協力 してくれるボランティァの人材発掘 ・育成を手がけた。 さらに、

2005年2月17日 に 「西 区の猫 を考える協議会 」を設立 させ、 区民を中心 に猫トラブルへ の対 応

を考える仕組 みづ くりを行 った。 こうした手法は、基 本的には磯 子区での実践と同じであるが、磯

子 区での先例 があったため、西 区では 「磯子 区で6年 かかったことをたったの1年 でやり終えた」

(黒量睾,2005,p.67)o

西区での 『地 域猫』活 動は、 「西 区の猫を考える協 議会」を中心 にして行われている。 同協議

会は、西区民 の有志 約10名 が務 める運営 委員会が 中心 となり、西 区における 『地域猫 』活動 に

関する企画 ・運営を行っている。 また、 区内にある動物 病院 と連携し、最 初に届 け出があった猫に

対し、最大5頭 まで不妊 ・去勢手術 費を助成 している(2005年12月 時点)。

同区 での 『地域 猫』 活 動の最大 の特徴は、 厂町内会」 が 活動の単位 となっていることである。
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磯子 区の場 合 は、3名 以上の任 意のグループが届 出をすれ ば、 『地域猫』 活動を開始 することが

できる。 しかし、西 区では、活動を始めるために、まずは町内会 で猫問題についての討議が行われ、

活動 開始 ・継続 の合意が得 られなければならない。 こうした手続 きを経 た後 、その地 区は、 西区よ

り 「モデル地区」として認定 され、 『地域 猫』活動を開始 できる。2005年12月 時点で、3つ の地

区が認 定を受 けている。 なお、 西区での 『地域猫 』活 動では、磯子 区の 『ニャンポジウム』のよ

うな議論 の場は公には設定されていないが 、各町 内会で 『猫 トラブル』につ いて話 し合う場 が、実

質的に 『ニャンポジウム』 と同じ機能を果たす場 となっている。

(2)「 西 区猫 の飼 育ガイドライン」 の概要

厂西区 猫の飼育 ガイドライン」(横 浜市 西区生 活衛 生課,2005)4)に は、 厂1背 景 ・必 要性 」 厂2

基本 的な考え方」 「3定 義」 「4家 猫 の飼 い主 が守るべ きこと」「5屋 外 で生活 する猫の世

話 をす る人が守るべ きこと」 の5項 目が 設けられている。 『地域 猫』 につ いては、 「3定 義」 の

中で、 「屋 外で生活 する猫を地域で適切 に飼育管理し、一代限りの生を全 うさせることについて地域

住 民の認知が 得られた猫」 と位 置づけられている。 また、 『地域 猫』 の世話については、 第5項

目である 「5屋 外 で生活 する猫の世話 をする人が守るべ きこと」 の中で、 「飼育管理 について」

(小項 目5)、 「健康 管理について」(小項 目2)、 「その他」(小 項 目4)の3項 目が設 けられ、ルー

ルが定 められている。 磯 子区でのガイドライン同様、西 区のものでも、猫飼育 に際しての 「周辺住 民

へ の配慮」 が明記 されている。 また、 「その他 」には、 「(2)自 治会 ・町内 会及び各班等 の小 さ

な.単位 で猫 の生 息実 態を把 握 しましょう(後 略)」 など、自治会 ・町内会単位 で活動 を行うよう奨め

られている。

「西 区猫の飼 育ガイドライン」 は、細 かな表現などは異なるものの、基 本的には、 「磯 子区猫 の飼

育ガイドライン」 と同じ内容であると言える。

(3)「 西 区の猫 を考 える協議会 」 の活動

上述 のように、 「西 区の猫を考える協議会 」は、2005年2月 に設 立された。 現在 、会 長1名 、

副会長1名 、広報2名 、ノラ猫の捕獲を担 当する実働 部隊2名 、事務局長1名 の7名 に、西 区

保 健福祉 センターの職員K氏 が中心 となって活 動している。

同協 議会では、地域における猫 問題を、地域の 中で解決してもらうことを目指している。 協議会

会長は、同協議 会を、地域住 民の活動をサポートするための中間支援組織 と位置づけている(9月

28日 の会議記 録より)。現在 は、会員 の増 加を目指 すとともに、協議 会の活 動、 及び 「西区猫の

飼 育ガイドライン」について周知 するための広報活 動に力 を入れている。 また、動物病 院 と連携 し、



不妊去勢 手術の費用の助成を行っている。 同協議 会は設立間もないため、本格 的な活動 は、まだ

これからの段 階であると言える。

目下の課題について、同協議 会の会長 は、 厂(『地域 猫』活動を、 区民 に)周 知 ・認知してもら

うこと」、 「(『地域猫 』活 動に関わる)猫 好 きな人の意識を変 えてもらうこと」 の2点 を挙 げていた

(2005年12月23日 のインタヴュー結 果)。 また、同会 長は、協議 会の活動 とNPOの 運営との類

似 性を強調し、幅広 いネットワークを作 りつつ、協議 会の活動 自体 を(区 民 に)周 知していくことの

重 要性を、しばしば筆者に語 った。

(4)西 区の 『地域猫 』 活動 の特 徴

上述のように、西区における『地域 猫』活動 は、磯 子区での取 り組 みと基 本的には同じであるが、

活動 の中心が 「町 内会」 であることが特 徴 的である。 「町内会」 を単位 として活動を行うことのメ

リットとして、 地域 が認めてか ら活動を開始できるので、猫の世話がやりやすくなったとの意見が 、ボ

ランティアからあった。 また、別の地 区では、町内会のまとまりが良かったため、短期 間のうちに寄付

金を集め、地域 の野良猫の不妊去 勢手術 を全 て終わらせ ることもできた。 西区での 『地 域猫』活

動の 中心 人物の一 人である獣 医師は、 「町内会 ・自治会 単位で活動をされているのを見て、これこ

そが(地 域猫活動 として)『 本 当の姿』 のような気 がした」(6月29日 インタヴュー結果より)と筆

者に語 った。 一 方で、町 内会内で意見がまとまらず、 『地域 猫』活 動が始められない例も報告され

ている。

西 区のP地 域猫』活動は、2005年 度になって本格 的に開始 された。 今後も、活動の展 開につ

いて、継 続的な調査を行 う必 要がある。

3考 察

本章では、調査 結果に基 づき、磯子 区 ・西区の 『地域猫』 活動 の事 例において見られた 「対

話」 つwて 考察 する。 まず、 『地域 猫』活 動における 「対話」 をめぐるグループ ・ダイナミックスに

ついて、5つ の特 徴的な段 階に区分して論 じる。 それを踏まえ、 『地域 猫』 活動の 「対 話」の特

徴 について、多声性 の観 点から考察を試みる。

なお、磯子 区の事例のうち、 厂ニャンポジウム」報告書 、及び、 「いそこにゃんねっと」の内容分

析の詳細 については、加 藤(2005,印 刷 中)、Kato(2005a,b)に おいて報告 している。 また、
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西区の事例 に対する調査 結果の一 部は、加藤(2006)に て報告予 定である。 関心がおありの向

きには、併 せてご参照頂 ければ幸いである。

3-1『 地域猫』活動における「対話」の5つ の段階

磯 子 区と西 区における 『地域猫 』 活動 は、活動 のユニットが 、有志のボランティアグループか町

内会かという違いがあるが、基 本的な流れは同 じであると考えられる。 以下 では、 『地域 猫』活動

の進展 に伴う 「対話 」 の特 徴を5つ の段 階に分 けて論 じる。

第1段 階:『 猫 トラブル』 の発生一 クレイムの 申し立て

『地域 猫』活動の端緒 は、猫 被害にあった地域 住民 からの苦情 をもって開かれることが多い。 逆

に、単 に地域内で猫の頭 数が増加しただけでは、 『地域猫』活動を始める必要がないと言 える。 例

えd�'.黒澤(2005)は 、2001年 頃は、横 浜 市西区では、街中で猫の姿を目にすることも多く}ま

た高齢 者もしばしば餌付けをしていたが、苦情の件数 自体 は少なかったことを報告している。 しかし、

街の開発 が進んだ結果 、猫をめぐるトラブルが増加 し、西区でも 『地域猫 』活 動を始 めざるを得な

かった。

ここに、 『地域猫 』をめぐる 「対 話」 の第一段 階の特徴が あると考えられる。 『猫 トラブル』 は、

例えば地域におけるノラ猫 の数、餌付 けをする人の数等が増加 することによってのみ、生 じるもので

はない。 そうではなく、地域 におけるノラ猫の世話を「問題」だと思 う人がクレイムの申し立て(claims-

making)す ることによって初めて、 「問題Jと して成立 することとなる。 こうしたクレイムの提示によっ

てのみ、 『猫 トラブル』 は存 在するようになると考えられる。

こうした事態 は、 「社 会問題 の構 築主 義」の視点で捉えると、より理解 しやす くなるだろう。 中河

(2001)は 、この視点について、以下 のように簡 潔に整理 を行っている。 「社 会問題 の構築 主義 は、

社会問 題を特 定の社 会の状態 としてではなく、 『問題な状態 』を言及の対象 にした、人々の告発や

訴えかけや論争 や探 索や対処 などなどの種 々の活動として捉 えることを提案 した。(中 略)「 これこ

れの困った/ほ うっておけない/容 認できない/許 せ ない/な んとかしなければならない/解 決 すべ

き……問 題があるJと いうクレイムの申し立て(claims-making)の 登場が 、そうした社会 問題をめ

ぐる活動の出発点 となる」(中 河,2001,p.10)。 つまり、社 会 問題の研 究対 象を、 「問題とされる

状 態」 から 「問 題をめ ぐる活 動」へ とシフトす ることを提 案す るのが、社 会問題 の構 築主義 である
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(中河,1999,P.21)。

地域 の 『猫 トラブル』は、このようなクレイム申し立て活 動があって初 めて、出現す るようになると

考えられる。 ここでのクレイムは保 健所等へ の苦情申し立 てというかたちを採るが、まさに 「『問題 な

状態』 を言 及の対象 にした、 人々の告発や 訴えかけや論争 や探索 や対処などなどの種々の活動」

である。 このクレイムがなければ、地域に住むノラ猫 は 「駆 除すべ き存在」 と見做されず 、その猫

を世話 する人々も厂困った人たち」と位 置づけられもしない。 こうしたクレイム申し立て活動が、 当該

地域における、ノラ猫をめぐる 厂対話」の端緒を開き、 「『猫トラブル』に直 面する地域」という、新

たな集合性 を作 り出すこととなる。 このように、クレイム申し立て活動 によって、地 域におけるノラ猫と

人間との関係が 「猫トラブル』 という社 会問題 として構 築され、地域 住民 間で猫をめぐる 「対 話」

が 開始されることが、 『地域 猫』 活動の始まりとなると言える。

第2段 階=『 ニャンポジウム』 の開催一 「妥協点」 としての新 たなクレイムの 申し立て

磯子 区では、 『猫 トラブル』について、猫嫌悪 派、猫擁 護派の双方 の主張 を聴 き取るためのシン

ポジウムが設 けられた。 それが 『ニャンポジウム』である。 西区の事例においては、 『ニャンポジウ

ム』という名前では開催されていないが、 同様の検 討は、 「西 区の猫 を考える協 議会」設 立前に行

われている。 また、 「地域猫』 活動導入 に際 して、必 ず、町 内会 ・自治会において同様の話し合

いの場 が持たれることになっている。 この 『ニャンポジウム』 は、 『地 域猫』 活動 の重要 な一段 階

であるとともに、参加 した地域住 民によるクレイム申し立て活動の一 環と位置づ けることができよう。

筆 者は、磯子 区での 『ニャンポジウム』の議 事録を分析 し、そこでの発 言内容 の特徴を分析 した

(加藤,印 刷 中)。 『ニャンポジウム』では、猫擁護派 ・猫 嫌悪派双 方が、地域 の 『猫 トラブル』を

めぐって意見 交換を行った。 また、獣 医師や行政職 員が、議論の進 行役(パ ネリスト)として参加

した。

合 計3回 開催された 『ニャンポジウム』 のうち、初 回と第2回 目は、双方 の意見が全 くかみ合わ

ず、物別 れに終わってしまった。 猫擁 護派 のクレイムでは、地域 でのノラ猫の飼 育が 『猫トラブル』

を生 じさせるとは言 え、 「猫の生命 」が重要 であることが 訴えられるとともに、この問題 は話し合いに

よって解 決を図るべきとの位 置づけがなされた。 一方、猫嫌 悪派 からのクレイムとして、 「猫による被

害」が強 調されるとともに、猫 問題について 「地域で取 り上げるべ き問題ではない」 との言 説が提

示された。

しかし、第3回 目に、行政 から『猫 トラブル』対応のための素案 が提示され 、また参加 者から『地
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域猫』ということばでノラ猫の飼 育問題が語られるようになったことで変化が生じた。 このことばによっ

て、 『猫 トラブル』が、猫の問題 から地域の人 間関係 の問題へ 、すなわち、迷惑をかけるノラ猫(及

びその猫を世話す る人)の 問題から、 「猫が好 きな人も嫌いな人も住む地 域の中で」猫 の世話 をし

ていくという問題へ と変化 した。 つまり、 『地域 猫』ということばにより、 「猫問題」 と 「地域 での対

話」が不可 分の問 題として統 合され 、その結 果、 「対 話の重要性 」が問題 の中核 として位 置づけ

られるようになった。

『ニャンポジウム』では、猫 嫌悪 派 ・猫擁 護派の双 方ともが、お互いのクレイムを提 示し、 『猫 トラブ

ル』という社 会問題 の構 築に寄与している点が重要 である。 双方が参 加することで初めて、 『地域

猫 』という〈異 質性 〉が構 築され ることとなる。 また、猫 擁護派 ・猫嫌 悪派双 方が、お互いの主 張

を聞き入れて納得 しあい、合 意に至 ったわけではない点も重要 である。 これは 『ガイドライン』の特

徴とも重なるが、猫 嫌悪派 ・猫擁 護派双 方にとっての妥協 点として 『地域 猫』活動が 始まったと言

える。 猫嫌 悪派にしてみれ ば、地域 からノラ猫が一掃 されれば、 『猫 トラブル』に悩まされることもな

くなる。 しかし、それは現 実的ではない。 一方、猫擁 護派にしてみれば、好きな猫を好きなだけ世

話することができれば楽しいに違 いない。 しかし、それでは猫の数が無計 画に増 えてしまい、周辺住

民に迷 惑をかけることとなる。 それゆえ、双方がクレイムを提示 し、それ らがある程 度反映されなが ら

も、第3の 道 として 「地域 で猫を飼う」という新 たなクレイムが構築 される必要 があったと言 える。 こ

の、妥協点 としての新 たなクレイムが 、猫嫌悪派 ・猫 擁護派 双方の集合性 にとってのく異質性 〉が

生成 されるきっかけとなり、新 たな 「対話」 が生 成される契機となったと考えられる。

第3段 階:『 ガイドライン』 の作 成一他 者の声 の内在化 一

『地域 猫』活 動においては、住民 のクレイム申し立 ての場である 『ニャンポジウム』を経て、 『ガイ

ドライン』が設立される。 第2章 第2節 で述 べたように、 『ガイドライン』には、ノラ猫 の不妊去勢手

術 の徹底や、 エサやりの時 間 ・場所 の確 定など、 『地域 猫』の世話 をす る人に向けたルールがまと

められている。 しかし、この 『ガイドライン』 内に 「周 辺住民 」 ということばが頻 出す るのが、 『地

域 猫』 活 動の特徴 である(加 藤,印 刷 中)。

『ガイドライン』では、ノラ猫の世話以 外に、それに伴 って生じる猫の糞やエサの食べ カスなどの始

末が必要であるとされている。 また、 手術を徹 底し、今いる数 以上に猫が増えないようにす ることも述

べ られている。 こうしたルールは、 『ニャンポジウム』時において、猫嫌 悪派か ら示された主たるクレ
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イムを反映している。 つまり、ノラ猫飼 育のための 『ガイドライン』の 中に、猫を飼 育せず 、むしろ嫌

悪 さえしている地域住民 の声 が、色濃く残 されているのである。 何 より、 『地域 猫』活動 は、 「周辺

住 民」に認めてもらいなが ら行わなければならないと強 調されている点が特徴 的である。 このように、

猫嫌悪派 という(猫 擁 護派にとっては)他 者の声を内在化 させ、ルールとして成文化しているところ

に、 『地域猫 』活動 の大 きな特 徴がある。 こうした多性 的なルールを設 け、ル甲ルの 中に 厂対話」

を織 り込む形で実践を進めていることが、 『地域 猫』活動 が高い注 目を集める要 因のひとつとなって

いるのだろう。

このように、 『ガイドライン』 は、 『地域猫』 の世話のためのルールであるとともに、猫を世話す る

人々が、猫 の世 話に関わらない(あ るいは積 極 的に猫を嫌う)人 々とともに、如何 にして 『地域 猫』

という集合性を構 築すればよいかが記 されているものと言える。

第4段 階=『 協 議会 』 の活動一 『地 域猫』 活動 のコーディネーターとして一

猫飼育 のための 『ガイドライン』が設立 されると、その推進組織 として 『協議 会』が設立される。

上述のように、磯子 区では 「磯 子 区猫の飼育ガイドライン推進協 議会」であり、西 区では 「西区�)

猫を考える協 議会」 という名称であるが、ここでは 『協議 会』 として統一 し、論 を進める。

『協議会 』 は、ガイドラインの普及と周 知、手術 費用の助 成等 、まさに 『地域 猫』 活動を推進 す

るための役 割を担っている。また、行政や獣医 師会とも密接 に連携 する必要があるし、何より、 『猫

トラブル』を抱 える地域 住民との連絡 ・調 整等、様 々な人 ・組 織とかかわりを持たなければならない。

『地域 猫』活 動全体 を見た場 合、 『協 議会』は、コーディネーターと位置づ けることができるだろう。

では、 『地域猫 』活動 のコーディネーターとは、具体的に、どのような役割だと言えるのだろうか?

この点 について、 同じ 『地域 猫』 活動 の第2段 階、 『ニャンポジウム』 の場面が参 考になる。 黒

澤(2005)は 、磯子 区での 『ニャンポジウム』時に、コーディネーター役 の人選に苦 慮したことを述

べている。 同書では、動物 愛護 団体 や行政職員 等の当事 者では、猫嫌 悪派 ・猫 擁護派のどちら

かに偏ってしまうため、中立の立場から意見をまとめてもらうため、動物 にかかわりはあるが猫には関

係ない動物 園の園長に依頼し、功 を奏 したことが述べられている。 磯子 区では、当事者ではない人

物がコーディネーターを務 めたおか げで、 『ニャンポジウム』 が成功 したと言える。

この例のように、 『協 議会 』(の メンバー)も 同様に、 『猫トラブル』 の当事者ではない方が良い

のだろうか?磯 子区と西 区の2つ の事 例を見る限り、少なくとも極端 な猫擁 護派よりは、猫を好きでも

嫌いでもない人が メンバーとなった方 が、活 動が 円滑 に行われるようである5)。 『協議会』は、 猫嫌
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悪派 ・猫擁護 派双方の妥 協点としての 『ガイドライン』を推 進す る立場 にあるので、どちらか の立場

に偏らない方が良いの は当然ではあるだろう。

ただ、 『地 域猫』活 動 は、地域 の 『猫トラブル』を、徹底 的に 「地域 の人 間関係」の問題 とし

て捉 えるところに、その特徴 がある。 『猫トラブル』自体 は、極 めてローカルな人間 関係の中でのみ

生じるものである。 『協議 会』のメンバーは、各地域 で生 じている 『猫 トラブル』を十 分に聴 き取 り、

その上で、対応 策としての 『ガイドライン』 を住民 に伝えなければならない。

この 「聴 き取 り・伝 える」 という地域 内での 「対 話」 は、新 たに 『地域 猫』 活 動の導入を考え

る地域 において、必要不可 欠なプロセスになる。 このプロセスは、 『ニャンポジウム』と全く同じ意 味

を持つと言える。 「ガイドライン』は、 『猫 トラブル』を、地域 住民の 人間関係の問 題として再 定義 し

直すための道 具である。 『ガイドライン』が 、 『猫トラブル』の解 決策として実効性を持 っているのは、

設 立時に提 示されていたローカルなクレイムが、(ほ ぼそのままのかたちで)盛 り込まれているからで

あった。 もちろん、 『ニャンポジウム』場面 に参加 しなかった住 民も使 えるように、 やや抽象化 してま

とめられている。 しかし、ローカルな声 から生み 出されたものである、というところに、 『ガイドライン』

の特徴があると言える。

そうであるならば、 新たに 『地域 猫 』活 動を導入 する地区においても、n一 カルな声を汲み取っ

て 『ガイドライン』が設立 される過程 を、 導入場 面において再現しなければならない。 その過程 こそ

が、住 民のクレイムを聴き取ることであり、それを踏まえて 『ガイドライン』 を伝 えることである。 その

プロセスを経ることでこそ、 『ガイドライン』が、 当該 地域にとって意味 あるものとなる。 この点で、協

議会 メンバーは、 『猫 トラブル』の当事者 でない方が望 ましいが、少なくとも、 当該 地域の 『猫 トラブ

ル』へ の参与を企 図できる人でなければ、 『ガイドライン』、 『協議 会』、そして地域 住民を含 む集 合

性の構築 は困難になるだろう。

このように、 『協議 会』は、行政 、獣医 師会、地域 住民 、他の市民 団体等と幅広 いネットワーク

を形 成した上 で 『ガイドライン』 を推 進する中間支援組織 としての役 割を担うこととなる。 と同時 に、

『猫トラブル』 に直面 している住民 の声を聴 き取るために、そのトラブルが発 生している場 面に参 与

する極 めてローカルな活 動も行わなければならない。 『協 議会 』の活動もまた、 『地域 猫』活動とい

う新たな集 合性 を構 築 する 「対話 」 の只 中にあると言えるだろう。

第5段 階:『 周 辺住民 』 との協 働一他 者 の声 の先取 り一

『ガイドライン』が制定 され、推進 組織 である 『協 議会』が設 立されると、各 地域において、猫 の



世 話を担 当するボランティアらの活動が 本格化す ることになる。 『地域 猫』活 動 は、ノラ猫 の世話 を

地域 で行 うものである。 それゆえ、 『ガイドライン』や 『協 議会』 の設 立は始 まりに過 ぎず 、地域に

住む 『地域猫 』 全てが天 寿を全うす るまで、地道 な活動を続 けなけれ ばならない。 その活動の主

役になるのが 、実 際に 『地域 猫 』 の世話をするボランティアである。

『地域猫』活 動に関わるボランティアの特徴をよく表 したものとして、磯 子区猫 の飼 育ガイドライン推

進協議 会のニューズレター 「いそこにゃんねっと」でのボランティアの活動 紹介が挙 げられる(加 藤,

印刷 中)。 『協議 会』 の広報媒 体である 「いそこにゃんねっと」 では、ガイドライン等、 『地域 猫』

に関連する情 報が掲 載されているが、その中でも、 「地域 を味方につけ」、 「周辺住 民に認めてもら」

うことこそが 『地域 猫』活動において必 要不可 欠であることが述べ られている。 また、 ノラ猫被 害を

防ぐ様々な対策も掲載されている。 そうした記事の中で、ボランティアの活動事例が紹介されている。

例えば、磯子 区のH地 区で長年 『地域 猫』 活動 に従事 してきたボランティァY氏 は、 「活動の4

つの柱 」(徹底した不妊去勢 手術で、のらねこの数を抑え、増 やさないようにする。 エサやりを中心

とした世話の仕方をルール化 する。 ねこ被害 の中心 である、排泄 物への配慮 をする。 活 動を地 域

に対 してオープンにする)と ともに、 厂活 動 を助けた 『ウラ技』?Uと して、 「①模範 的住 民になって

しまおう作 戦」、 「②クレームの先取り作戦」、 厂③ おしゃれ作 戦」の3点 を挙 げている。 例えば、 「③

おしゃれ作戦」 については、以下のような記述がなされている。

厂地味 で、長期にわたるこの活動を、いきいきとした、楽 しいものにするために、 厂おしゃ池ノ

は、欠か ゼ'ない、と私は想 います。 活動 に出るときの、歿装 に気を配 り、エサをスれる容器、エ

サを運ぶバヌケッFなども、センスの莨 い物 を選 猷 自分 も楽しぐ、 しかも 厂なにか、ステキなこ

とをやっでいる1ノといった印象 を与えられるようにと、考えてきました。 ぐ後略 丿ノ

こうした活動 は、一見、猫の世話とは何の関係もないように見 えるかもしれない。しかし、 「模範的

住民 になること」 や 「おしゃれ」 は、徹 底して、 『周 辺住民』 とのかかわりを意識 したものである。

このように、ボランティアが 『周辺 住民』か ら寄せ られるクレイム(猫 の世話 をきちんとしてくれるのか?

世話 する人は胡散 臭いのではないか?)等 を、いわば先取りして活動 を行っている地域 では、 『地域

猫』活 動も順調 に進めることができているそうだ。 こうしたボランティアの活動 は、地域に住 む、猫 の

ことに無関心な ・あるいは猫を嫌悪しているような 『周辺 住民』との 「対 話」のひとつのかたちであ

る。 即ち、 『地域 猫』活動 に参加す るボランティアは、様 々な 『周 辺住民』の声を含む多声 的な実

践 を行っていると言える。 この意味で、 直接 、何 か具体的な協力をし合っているわけではないが、ボ

ランティアと 『周 辺住民』 は、協働 して 『地域 猫』 活動に取 り組んでいると言 えるだろう。
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『地域 猫』活動 は、猫擁 護派 のみならず、猫嫌悪 派も共に住 む地域 の中で、10年 単位 でノラ猫

の世話をし続ける活動 である。 その活動 は、常に、猫嫌悪派という他 者の視線 にさらされている。そ

れゆえ、そのような他 者が存在 することを前 提とし、彼 らの視線 ・クレイムを先 取りしながら活 動を行

うことが 、実践において求 められることになるのだろう。

ボランティアらのこうした多 彩な活動 は、もちろん、 『ガイドライン』には記されていない。 しかし、ボ

ランティアが 『ガイドライン』の主 旨を十分に理解したうえで、そのルールから少しず れた様 々な活動

を展 開 ・試行 することが、 『周 辺住 民』 のクレイムを先取りしやすくなっているとも考 えられる。 なぜ

なら、他者のクレイムは、ルールの外側 にあるため、ルールに内在しきっている視点からは、先取 りす

ることは不可 能だからである。 このように、既 存のルールの外部から問題 を検 討する「外部点検 者」

(渥美,2001)と しての役 割も、 『地域 猫』 活動に関わるボランティアらは担っていると言えよう。

以上に説明 した、 『地域猫 』 活動 をめぐる 「対 話」 の5つ の段 階 は、以 下のような図 に表す こ

とができるだろう(Figure3)。
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Figure3『 地域猫 』 活動 における 「対 話」 のプロセス
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上 図が、ややイラスト的に過 ぎ、上記 の 「対話」のプロセスを精 緻にモデル化したように見 えない

のには理 由がある。 筆者 は、 本稿を執 筆する直前 の2005年12月 に、本 図をもって 『地域猫 』関

係者 へのインタヴューに臨んだ。筆 者は、この図を示しながら自分の考えを述 べ、また当事者も、こ

の図を前に自身の見解を語った。 本図は、r地 域猫 』 活動 の 厂対話」 の図であるとともに、研 究

者である筆者 と、当事 者らとの 「対 話」 の 「道具」 でもあった。

3-2『 地域猫』活動における「対話」のグループ・ダイナミックス

『地域 猫』 活動 は、ノラ猫 の飼育をめぐって、地域 の中で 「対 話」 を継 続 的に生成 する試みで

あると言える。 この 「対話」 の生成とは、どのような事態を指しているのだろうか?

『地域 猫』 活動 においては、猫を擁護 し、地域 での猫 の飼 育を望みそれに関わる人 だけでなく、

猫を嫌悪し、 『猫トラブル』に悩 む人々のクレイムが積極 的に反 映されていることが特徴である。 『地

域猫 』活動 は、その実践 の中で、 「猫嫌悪 派」という集 合性 が、常 に顕在 化するような取 り組みで

あると言える。 即ち、ともすれば 「猫の世 話」 に注目が集まり、 厂猫擁護 派」 の立 場に収 斂しがち

な実践において、その地域 内に、猫の世 話に無 関心 な・あるいは猫を嫌悪す るグループ(他 者)が

存在することを、常に明示化する取り組みであると位 置づけることができる。 このような、複 数の声を

含 み、そのそれぞれを顕在化 する多声的 な実践であらんとすることが、 『地域 猫』活 動の特徴であ

り、かつ、長期にわたる実践 を可能にしている秘訣であると言えるだろう。

なお、この 厂対話 」 のプロセスには、上記 に加え、注 意すべ き点が2つ あると考えられる。

1つ は、 『地域猫 』活動の遂 行において、この5つ の 「対 話」 の段 階全てが必要になる、 とい

うことであるF)。 磯 子区で始められた 『地域 猫』活動 は多 くの注 目を集め、現在 、様 々な地域で始

められている7)。 しかしながら、全ての地域 での取り組みが成功しているわけではない。 筆者は西

区の保 健所職員か ら、磯 子 区での実践 の中か ら 『ガイドライン』 と 『協議会 』の仕組みだけを取り

入れて 『地域猫』活 動を行 っている地域では、活 動がもうひとつ成功していないことを聞いた(2005

年12月22日)。 上記の 「対 話」のプロセスで言えば、この地 域は、第3と 第4の 「対 話」のみ

を導入 したことになる。 一 見すると、猫飼育のための 『ガイドライン』と、その執行機 関である 『協

議 会』 の仕組 みを輸 入すれば、 『地域猫 』 活動 は成 功するかのように思われるかもしれない。 し

かし、この例のように、それだけではうまくいかない場合もある。 それはなぜだろうか?筆者自身は、 「不

成功」事例へ の調 査を行っていないため、これ以上の考察 はやや臆 見に過 ぎるかもしれない。 『地
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域猫 』活動が、徹 頭徹尾 、'「対話」 のプロセスであることを鑑 みれば、次のような解釈 が成 り立 つ

だろう。

『地域猫』活動 は、猫嫌悪派 のクレイム申し立て活動 を端緒 に開かれる 「対話」のプロセスであっ

た。 猫嫌悪派 のクレイムは、 『ニャンポジウム』において猫擁 護派 のクレイムと対峙 する。 その 中で、

双方のクレイムを盛 り込んだ妥協 点として、 『ガイドライン』 は生 み出される。 『地域 猫』 活動 では、

特に、この 「双 方のクレイムを盛 り込む」ことが重要 になる。 それも、単 に想像 上の猫 嫌悪 派の主

張 ではなく、 『猫 トラブル』が発生 しているまさにその地域 において発せ られたクレイムであればこそ、

意味のある 「ガイドライン』となる。 ローカルな声 に基 づいた 「ガイドライン』でなければ、当該地域

の 中で実効性を持ったものとして成 立しないと言える。 加 えて、何 度も述べ たように、 『ガイドライン』

設 立は、ノラ猫の世話 という長期にわたる活 動の、まさにスタート地点でしかない。 それゆえ、その

後 、ボランティアや 『協議 会』は、具体 的な 『周辺 住民 』の声 を含めた活動 を続 ける必要が ある。

『地域 猫』 活動 は、ローカルなクレイム申し立て活 動を端緒 に、新 たな、やや抽象 的なクレイムを構

築し、その上で、ローカルな他 者に向けた活 動を展 開するという 「対話」の過程 であると言えよう。

もう1つ は、この 「対話」 のプ17セスは、5つ の段 階を一通 り済ませれ ば終 了するものではない、

ということである。 筆 者が、 「磯子 区猫の飼 育ガイドライン推 進協 議会」の事務 局長、及 び、 「西 区

の猫を考える協議 会」の会長 にインタヴューをしたところ、 目下の課 題として両 者ともに挙げたことが

ある。 それは、 「ガイドラインを周 知すること」と 「参加 するボランティアに 「地域猫 』活動 の主 旨を

正しく理解 してもらうこと」 の2点 であった。 この2点 は、 『地域 猫』 活動 の外部(『 地域 猫』 を

知らない、あるいは関心のない 『周辺住 民』)及 び内部(『 地域 猫』活動 の実践に携 わりたいと願

う人々)の 双 方との 「対話 」 であると見做 すことが できる。

『地域猫 』活 動は、 『ガイドライン』 制定後 も、 『猫 トラブル』 が発生 するたびに、 区内の他地域

で取 り組みが始 まることとなる。 『協議 会』 は、それまで 『ガイドライン』 の存在さえも知 らなかった

人々に対 して、その内容を伝 えなけれ ばならない。 なまじ 『地域 猫』という分 かりやす いキーワード

があるだけに、様々な誤解 も生 じやす い8)。 それゆえ、 『協議 会』 では、地域 での猫飼 育に反対

する猫 嫌悪派、猫 擁護派だが猫の世話 にだけ関心 を持ち地域 内でのコミュニケーションが不得手 な

人々などと、常に 「対 話」 を行わなければならない。 こうした事態 もまた、 『地域 猫』 活動が、常

に、 『ガイドライン』 の外 部にある他者との 「対話」 を志 向する実 践であることを表していると言える

だろう。



最後に、本研 究の理論的 ・実 践的知 見を述べ る。 理論 的には、 集合体を基本単位とするグルー

プ ・ダイナミックスの観点から整理し、また、 「地域猫 』 活動を事例 として検討 することで、 「対話」

に関してより豊かな理 論的視座を得 ることができた。 何より、 「多声性 」概念を積極 的に 「対話 」モ

デルに組 み込むことができたのが本研究の成 果であると言える。 一方 、実践への本格 的な貢献 は、

まだこれか らの課題である。 特にFigure3で 示 したような 『地域 猫 』 活動をめ ぐる 「対 話」 モデ

ルを洗練 させて提示 し、ともに議論 することで、実践家 が 自身の活動をより理解 しやす くなると共に、

今 後の展 開に際 してどの 「対話」に注 意すれ ばよいかを、実践家 自身が明確 にすることが できると

考えられる。

本研究 は、特 に2005年 度に行 った研 究の成果を中心にまとめたものである。 しかし、 『地域 猫』

活動 は、今 後も長期 にわたって展 開することが予想される。 また、実践される地域も、横 浜市だけ

でなく、他の都道府 県に拡 大していく傾向が ある。 本稿 の知見である 「対話」モデルについては、

今後も継続 的な調 査を重ねる中で、陶冶していく必要があるだろう。 また、このモデルのような研 究

成果を当事者 に示しつつ、より良い実践に寄与す る活動 が、研 究者 としての筆 者に求められる。

補論 新潟 県中越地震被災地における 「対話」

被災地でのペット問題をきっかけに

2004年10月23日17時56分 、新潟県 中越地方においてマグニチュード6.8の 地震 が発 生し

た。 その後もマグニチュニド6クラスの余震が続 き、被災地域 に人 的 ・物 的に大 きな被 害をもたらし

た。2005年11月30日 時点で新潟県 中越大震 災災害対 策本部 がまとめたところによると、人的被

害は死者51名 、重軽傷 者4,795名 、住家被 害は120,410棟 に上っている9)。2004年ll月 に

は、被害 の大 きか った長岡市、小 千谷市 、川口町等で応急 仮設住宅が3,223戸 着工され 、家を

失 った被 災者が移 り住むこととなった。 被 災地は日本でも有 数の豪 雪地帯 であり、冬の間の家屋保

持も大きな課題となっている。

被災地では、発災以 降、県の内外からボランティアが駆 けつけ、救援・復興に尽力している。NPO

法 人日本災 害救援 ボランティアネットワークやNPO法 人ハートネットふくしまが 中心 となって設立 された

「KOBEか ら応援 する会」、被 災地NGO恊 働 センター等、阪神 ・淡路 大震災 の被 災地からも様 々

な団体 ・人が 応援 に駆 けつけた。 大阪大学 でも、人 間科学部の学 生を中心にPfromHUS』 とい

うボランティアグループが作 られ、2004年 より長 岡市の仮設住宅を中心に復興 支援を行っているia)。
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現 在は、長 岡市に本拠を置 く中越復興 市民 会議11)を はじめ、様 々な組 織 ・人々が、被災 地の復

興 に向けた各 種の取り組 みを進 めている。

筆者は、2005年1月 から、 中越 地震の被災 地で活 動に関わるようになった。 補論 では、その時

の筆者 の経験 を中心 に、 「対話」について論じる。 なお、補 論は、学術論 文の形式 を採 らず、随

想 のような体裁となっていることをご了承願いたい。

中越地震被災地での経験

筆者 は、2005年1月 に、fromHUSに 参加 する学生か ら、仮設住 宅に住 む方がペ ットの猫のこ

とで困っているとの相談 を受けた。 筆者が 「アニマル ・セラピー」や 『地域 猫』 活動 等、ペ ットに

関わる事例について調 査を進めていたことを踏まえての依 頼であった。 長岡市 の仮 設住宅で暮らす

Nさ んが、被害 の大きか った長岡市Y地 区の自宅で猫を住まわせているのだが、自分の猫のために

置いたエサを目当てに、近所の猫が屋 内に入 り込み、家を荒らして困る、というのが主訴であった。

同年の冬は新潟でも記録 的な豪雪 であったため、住 民でさえも立ち入り制限がなされていた。 大雪

で家屋 の保 全もままならない中、ペ ットの世話 が困難を極めることは容易に想像された。

とは言え、筆者は、被災地 におけるペット動 物支援 については素人 同然 であった。 このため、イ

ンターネット等を用いて、新潟県 中越 地震におけるペット動物 支援についての情報収集を行った。 幸

い、中越 地震被災地 では、動物愛 護団体 や獣 医師会が 中心 となって構 成されている「新 潟県中越

地震 動物 救 済 仮 本部 」12>や 、 動 物愛 護 活 動を行 うボランティア団体 「新 潟 動 物ネットワーク

(NDN)」13)な ど、多くの組織が活 動をしていることが明らか になった。

筆者'は、1月15日 にNさ んのお宅を訪れ 、詳しい事情 を伺 った。 また、1月16日 ・30日には、

NDNの 会長や担 当者 、長岡市 で活動 するボランティアと面会してこの問題の対応につ いて相 談し、

仮 設住宅でのペット飼育 について有益 な情 報を得るとともに、ボランティァにも協力を依頼 できた。 し

か し、仮 設住宅でも猫飼 育が可 能なこと、猫 を入れるケージも無 料で貸し出してもらえること等の情報

を伝えても、Nさ んはなかなかそれを受けようとせず 、また、紹介したボランティアにも、その後連 絡

を取っていないようであった。加 えて、情 報を持 って筆者が仮設住宅を訪れても、Nさ んお手製の美

味しいご飯を振舞われるばか りで、なかなかペットの話題にならなかった。 こちらが提供 した情報 に誤

りはないはず 、と思 っていた筆 者は、なぜ事態 が好転 しないのか、焦燥 感に苛まれ ていた。

転機は、5月 に入り、被 災地の雪が 融けた 頃に訪れた。 厂被災地のご自宅に行 き、何 かお手伝
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いをしたい」 という再 三の申し出にNさ んがようやく折れ、筆 者はく初めてY地 区を訪れた。Y地

区は、冬 の問の豪 雪のため、被災 直後の風 景がそのまま残 されていた。 阪神 ・淡 路大震災の時 で

さえ、被災から半年後には道路 の復旧作業 はかなり進められていたはずだが、中山 間地域 のY地

区では、路 肩が崩れたり、通行 止めになったりしている道 路が未だに散 在していた。 また、倒壊 し

た家屋も、撤去もされず に残されているものが多 かった。 そうした風 景の中に、Nさ んのご自宅があっ

た。 ご自宅 は、茅葺屋 根 に囲炉裏がある、築100年 以上の、 いわゆる古民家であった。 筆者は、

家 の佇まいだけなく、20畳 近い座 敷や高い棟 木や屋根など、その大 きさに驚いた。 家屋 は全壊判

定 を受けてはいるが 、目だった破 損箇 所はなかった。 件の猫は健 在で、その広 い家の中を、縦横

無 尽に走 り回っていた。

Nさ んは、諸般の事情 で、冬の間、たった一人でこの家 の大きな屋 根に上 り、雪下 ろしを続 けて

いた。 また、平 時でも、茅葺屋 根の手入れをはじめ、家屋 の保全 に努めてこられた。 しかし、高齢

で体 調も良 くないことから、 今はこの家を壊 すために、片づけを続 けているところだった。 農業 を営

んでこられたNさ んにとって、この広 い家を壊 すことは生 活が大 きく変わることになる。 しかし、もは

や一人で維持するのは限界にきているので、壊 して引っ越 すしかない。 荒れた部屋の囲炉裏を囲ん

で、 筆者 はNさ んから、そのような話を聞いた。 また、四季折 々のY地 区の暮 らしや、そこで採れ

る山菜 など、Y地 区でのNさ んの生活 についても聞くことができた。

筆者 は、ここで初 めて、Nさ んの 「問題」が、この家が建つY地 区にあることに気づいた。 突

然の震災のため、これからの生活 に不安 を感じながら、一人で自宅の片づ けをする辛さ。 そこに、

「問題」の根 幹があったのだと、筆 者は、この家とY地 区の風景を見 て気づか された。 ペットの猫

は、被災 したNさ んが直面す る様々な問題の、ごくごく一部 に過ぎなかった。 そもそもこれだけ広い

家 に住んでいるのだから、仮 設住宅での猫飼育が可 能云々という情報 は、Nさ んにとって意 味を持

たなかったのだろう。 問題がペ ットのことだけであると早合点していた筆者は、深く反省した。

しかし、関西に職を持つ筆者にとって、Nさ んの 厂問題 」解 決のためにできることはごく限られて

いた。せ いぜい、夏期休 暇の3日 間ほど長 岡に滞 在し、Nさ んのご自宅の片づけを手伝 うことくら

いだった。 ご自宅にある廃材を搬 出し、焚き火 で燃やしながら火の番をし、おばあさんの話を聴く14)。

この繰 り返しで、3日 間はあっという間に過 ぎた。 筆者の 関わりで、Nさ んの 「問題」が解 決したわ

けでない。 処 分できた廃材の量もたかが知れていた。 しかし、Nさ んと一 緒に片づけをしながら、 同

じY地 区の風 景を見ることで、また、後 日、Nさ んからわざわざお礼 の電話 を頂いた際 、筆者 は、わ

ずかながら、Nさ んの視点に近 づくことができた気が した。
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2005年 末 の現在 も、Nさ んは、長 岡市 の仮 設住宅 で生 活している。 しかし、Y地 区のご自宅は

取 り壊されないこととなった。 古 民家保存 に関心 のある人 々が 、地域のシンボルとして、Nさ んのご

自宅を残 す活動を始めたのだ。 最初は難色を示 していたNさ んだが、今 はその趣 旨に賛 同し、活

動 を見守 っておられる。

同じ物を見る経験 新たな 「対話」の端緒として一

中越地震 被災地での筆者の経験 は、Nさ んと筆者 とで、新 しい集合性 を構 築する過程 であった

と言える。 その際に、Nさ んのご自宅や、被災地 であるY地 区を筆 者が直接見るという経験が 、集

合性 構築 の重 要な契機 となった。 この 「同じものを見るJと いう経 験が 、筆 者とNさ んの 「対話」

の端 緒を開いたと考えられる。

これについて、やまだ(1987)は 、乳児 の発達における母子 関係 を考察 する中で、 「並 ぶ関係」

が重 要な現象 であることを論じている。 例えば、幼児 期の 「指差 し」のように、 「並 ぶ関係」は、自

分 と他 者が 同じ場所 に共存し、並 び居ながら同じものを共 に見るという関係を作 る。 それは、 「相手

のかたわら(側)に 立ち、相 手のかたわれ(片 割、分 身)と して 同じ世界 を見るという方法 で気持

ちがふれあうコミュニケーション」(や まだ,1987,p.151)と されている。 また、その特徴 として、自

分 と他 者が 「互いを見つめあうのではなく、別 の 『もの』を共に見 つめるというか たちで、媒 介物を

間にはさんでいること」(や まだ,1987,p,151)が 挙げられている。 やまだは、この関係が、母 子

のつながりを強化 させると論じている。

年齢は大きく異なるが 、筆 者がY地 区で経 験 したことも、まさにこの 「並ぶ関係」 であったと言

える。 筆者 は、Y地 区でNさ んとともに同じ風 景を見 ることで、 「ペットの猫 の問題」 を、 「Y地 区

の古民家 に住み、 一人で家の片づけをしているNさ んの、ペットの猫 の問題」 として理解 すること

が可 能になった。 つまり、 「並 ぶ関係」を経ることで、筆 者は、Nさ んの声 を含 む多声 的なコミュニ

ケーションに参与できるようになったのと考えられる。

筆者のこのような経 験 は、ボランティァをはじめ、援 助を行う人にとっては、きわめて基本的なもの

に過ぎないだろう。 しかし、例えば中越復興 市民会議 は、 「ひとりひとりの小 さな声を復興 の大 きな流

れへ」 をモットーに活動 を行っているが、 「ひとりひとりの小さな声」 を聞き取 り、ともに 「対 話」 に

参与 するために、 「同じものを見る」 という経験 が重要 になることは間違 いない。 また、 「問題」 を

徹底 的にローカルなものとして把握 する姿勢 は、 『地域猫 』活 動における 「対話 」の特徴 とも類似
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している。 今 後は、 『地域猫』 と中越 地震での経 験という2つ の事 例を理論 的に接続 することが、

筆 者の課題となる。

中越地震 の被災地 では2年 目の冬を向かえ、復興 は長期化 の様 相を呈している。 筆者の経験

が、復興 支援のために何 らかの貢献 となれば幸 いである。

(特任研究員)
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註

1)な お、ニャンポジウムの報告書に記載された議論 内容については、別稿(加 藤,印 刷 中;Kato,2005a,2005b)に て詳述 ・

考察を行っている。

2)「 いそこにゃんねっと」の内容もまたザ ー考に値するものである。 詳細な議論は別稿(加 藤,2005,印 刷中)に て行ってい

るが、本稿ではそこでの議論を踏まえ、後段において 『地域猫』 活動における 「対 話」の特徴 について考察を試みる。

3)「 磯.子区猫の飼育ガイドライン」 は、以 ドのウェブサイト1:にも抄録 されている。

http://www.city.yokohama.jp/me/isogo/seikatsu/tikineko.html

4)「 西区猫の飼育ガイドライン」 は、以下のURLか らダウンロードすることができる。

http://www.city.yokohama.jp/me/nishi/kuyakusho/town/pdf/guideline _nishineko.pdf

5)面 白いことに、 西区のあるモデル地区のように、極端な猫嫌いの住民が中心となって 『地域猫』活 動を進め、結 果的に不

妊去勢手術等の対応が迅速かつ円滑に行われた事例もある。もちろん、この住民は、殺害による猫の駆除を企図するような

非道徳的な方ではなかったので、穏便に対応 は進められた。 ただ、筆者らのインタヴューに対して、活動が進んだ今でも、猫

は 「大嫌い」であることを強調されていた(2005年8月2日 のインタヴs一 結果)。

6)こ の点について、筆者は、磯 子区猫 の飼育ガイドライン推 進協 議会事務局長のS氏 、及び、現在西区保健センターに勤務

する黒澤氏 に、本稿の 「対 話」プロセスを図式化したもの(Figure3)を 提示し確認した。両者とも、 「その通り」 「(5つ

とも必要ということが)な かなか分かってもらえない」 と、筆者の見解に強く賛同した。

7)実 際にr地 域猫』活動がどの程度の数の地域で実施されているかは不明である。 ただ、インターネットの検索サ イトG・・gle

で 『地域猫』 をキーワード検索すると、360万 件以上のヒットがあった(2006年1月6日 時点)。 このことから、少なくとも

『地域猫』 ということば自体は、広い関心を集めていると.言えるだろう。

8)よ くある誤解として、 「不妊去勢手術さえ済ませれば 『地域猫』 である」、というものがある。 しかし、 『協議会』 や 『ガイ

ドライン』が強調するように、また、本稿でも繰り返し述べたように、地域住民 との良好な関係を継続させることが 『地域猫』

活動の最大の要点である。 猫ではなく、猫を世話する人の振る舞いこそが肝要なのだ。

9)新 潟県ホームページ:新 潟県中越 大震災に関する情報より。 詳細 は、以下のウェブサイトで見ることができる。

http://saigai.pref.n�ata.jp/content/jishin/higai.html

10)『fromHUS』 については、以 下のウェブサイトに活動が掲載されている。

http://www.npon�ata.jp/jishin/fromhus/

11)『 中越復興市民会議』 については、以 下のウェブサイトに活動が掲 載されている。

http://www.npon�ata.jp/jishin/index.html

l2)新 潟県中越 地震動物救済仮本部は、2005年1月19日 時点で、本拠を新潟県獣医師会内に置き、 「新潟県中越地震動

物救済本部」として改組された。また、2005年6月30日 時点で本部を解散し、 ・部の事業を新潟県動物愛護協会へ と

引き継いでいる。 詳細は、以下のウェブサイトに掲載されている。

http://www.ceara,jp/

]3)新 潟動 物ネットワークは、2001年7月 に発足 した、非営利 、非政治宗教の市民 団体である。 主な活動 は、保健所 に収容

された犬や猫の 里親探し、動物 に関す る勉強会や講演会 の開催、行政に対する要望や署名活動、各地施設の見学、年

4回 の会報の発行等である。 活動の詳細は、以下のウェブサイトに掲 載されている。

http://ndn-land2.picot.ne.jp/NDNHP.html

14)「 焚き火の番」は、Nさ んにとって特別な意味があった。 隣家が隣接す る場所で火を焚くには細心 の注意が必要となる。 こ
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のため、誰 にでも任せられるものではないことを、Nさ んは強調された。Nさ んが筆者に番を依頼 したのは、Nさ んと筆者の

関係が、 「火の番を任せても良い」 ものへと変化した結果であると.言える。

引 用 文 献

渥 美 公 秀2001t'ラ ンティアの効 一一 実甥 としでの ボランティア研 究一 大 阪大 学 出版 会

ベ ックA.・ キャッチ ャーA.横 山章 光(監 修)カ バナー やよい(訳)2002あ なた がペ ットと生 きる理 由.人 と動 物 の共 生

の 科 学一 ペットライフ社

(Beck,A.andKa[cher,A.1996Betweenpetsandpeople:Theimportanceofanimalcompanionship.PurduePress.)

ドゥグラツィアD.戸 田 清(訳)2003動 物 の権 利 岩 波 書 店

(DeGrazia,D.2002Animalrights:Averyshortintroduction.OxfordUniversityPress.)

岩 本 隆 茂 ・福 井 至(共 編)2000ア ニ マル ・セ ラピーの 理 諭 と実 燦 培 風 館

キャッチャーA.H,・ ベ ックA.M.コ ンパ ニオン・アニマル研 究 会(訳)1994コ ンパ ニオン ・アニマ ルー 人 と動 物 のきず なを求

めて ・ 誠信 書 房

(Katcher,A.H.,Beck,A.1983Newperspectivesonourliveswithcompanionanimals.UniversityofPennsylvania

Press.)

加 藤謙 介(印 刷 中)「 地域 猫 」 活 動 にお ける 「対 話 」 の構 築過 程一 横 浜 市磯 子 区の 事 例より一 ボランティア学 研 究,6.

加 藤 謙 介2006「 地 域 猫 」 実践 におけ るボランティアのか かわ りに関 す る予 備 的考 察(2)一 横 浜 市 西 区 の事 例 より一

第7例 飼 際 ボランティア学 会大 会

加 藤 謙 介2005「 地域 猫 」実践 におけるボランティアのか かわ りに関 す る予 備 的考 察一 横 浜 市 磯.'f一区 の 事例 より.第6

回 国 際 ボランティアpf4会 大 会

Kato,K.2005aGroupconflictinthecommunityover"commmunitycats":Preliminaryconsiderationsaboutasocialproblem

fromtheperspectiveofconstructionism〃 本 グルー プ ・ダイナミックズ学 会第52廼1大 会

Kato,K.2005bMediationalprocessbetweentwoclaimsabout"communitycats".廊'翻 ∬`廝10呵30`1θ 晦c励 炉 酌

biennialconference.

黒 澤 泰2005厂 勉域 捌ワ のスス メ'ノ ラ滞 と.上手 につきあ う1i'法 文 芸杜

黒 澤 泰1999横 浜市 磯 子区 ・地域 猫(コ ミュニティ・キャット)の いる街 をめさ'LてeFと 動 物 の園 孫 学会諾,4(1),40-45.

松 浦 美 彌 子2001獵 ちゃん を救 え1!人 に も猶 にる優 しい街 つ ぐY)を提 案 人類 文化 社

中 河 伸 俊20011sConstructionismHeretoStay?ま えがきにか えて 中河 伸 俊 ・北 澤 毅 ・土 井 隆 義 編#t

奢構 築 主 義 の スペ クFラ ム パ ース ペクティブの現 在 と可能 牲一 ナカニ シヤ 出 版pp.3-24.

中 河 伸 俊1999#t会 錫 題の 社 会 学一 構 築.主 義 アプローチの新 展 勝 一一 世 界 思 想 社

楽 学 舎 編2000看 護 のため の人 摺 科 学を求 め で ナカニ シヤ 出版

杉 万 俊 夫2001グ ルー プ ・ダイナ ミックスの 理 論 中 島義 明 編 現 κ 心 理 学 儷1謝 笋典 朝 倉 書 店pp.641-659,

宇 都 宮 直 子1999ペ ッFと'ノ本 入 文春 新 書

ワー チJ.V..田 島 信 元 ・佐 藤 公治 ・茂 呂雄.二 ・.上村 佳 世 子(訳)2004心 の声 一 媒介 され た行 為 へ の 社 会 文 化 的アプ

ローチー 福 村 田 版

(Wertsch,J.V.1991.VoicesofthemindAsocioculaurulapproachtomediatedactrnn.Cambridge,Mass:Harvard

UniversityPress)

295



やまだようこ1987こ とばのまえのことば一 ことばがうまれるみちすじ1一 新 曜社

横浜市磯 子区役所衛 生課 編1999磯 子匿撕の飼 淳ガイトライン 横 浜市

横浜市磯 了一区役所衛イ1三課 編1998fXi�と 考える猫周題 シンポジウム報告諄 横浜市

横浜市西区役所生活衛生課2005吻 区猫の飼 浄ガイドライン 横浜市

zss



在日ブラジル人の子どもたちが直面している現実
一母語による会話力調査を通して一

高阪 香津美

〈要旨〉

在日ブラジル人の子どもたちがいま直面している問題のひとつとして母語喪失がある。 早急に解決

されるべ き課題ではありながら、母語保持や喪失に関する研究が依然として少ない。 そこで、本

研究では在日ブラジル人の子どもたちを対象に母語による会話力テストを実施するとともに、言語

使用環境や母語への意識などについて、子どもたちだけでなく、その親に対しても聴き取り調査

を行うことで、在 日ブラジル人の子どもたちの母語能力の実態を明らかにしたい。

〈キーワード〉

母語 保持 、在 日ブラジル人児 童 、会話 力、 言語 使 用環境

1.は じめ に

1990年 に 「出入 国管理および難民認 定法」が改正 され、日系 人労働者 に対し合法 的に日本 で

就労す る権 利が与えられた。 その一方で、日本社 会では少子 ・高齢化が急 速に進んでおり労働 力

人口の低 下が叫ばれている。 こうした日系社 会側 と日本側の状況が相 互に合致することで外国人の

受け入れは増 加の一途を辿 り、その数 は総 人口の155%を 超 えるおよそ197万3,747人 に及んで

いる(法 務 省入 国管局2004)。 日本で生活 する外 国人労働 者の多 くは日系 人であり、その数は約

23万 入1千 人に上る(厚 生 労働省2005)。 こうした日系人 は当初単身で来日し短期 間で帰 国する

といった出稼 ぎの季 節労働者である場 合が多かったが、現在では母 国の治安 や経 済状態 の悪化 な

どにより家族とともに来 日し定住化 する傾 向が強くみられる。 このように、就労 目的で来日する外国籍

の人々はいまや生 活者として日本社会に根付 き始 めている。 しかしながら、未 だ受け入れ国である日

本 にはそうした外 国人労働者 を生活者 として迎え入れる確 固としたシステムが築かれていない。 その
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ため、就労や社会保 障をめぐる問題など外 国人を取 り巻 く様々な問題が 生じている。

本研 究では上述 の外 国人労働者 における滞在の長期化 に起因する諸問題のうち、特 に性 急な対

応が望まれる子どもの問 題、特 にことばの 問題について取り上げる。 本研究 がこの問題に特 に注 目

するのは、外国籍の子どもの自の前 にすでに母語喪失に起 因するアイデンティティの揺 らぎという深刻

な現実が横たわっているか らである。 子どもの両親は就 労目的で来日したため、 日々の生活に追われ

日本語を習得したくても習得 できない。 それゆえ、子 どもは家庭で主に両 親に対 しては母語 を用 い、

学校 では社 会の主要言語 である日本語を使用するといった二 つの異なる言語環境で生活す ることを

強いられている。 そのため、理論上 は両言語の能力が等しい均衡バイリンガルに成 長することも考え

られる。 しかしながら、日本語は学校 で学習に用いられる言語、母語 は家庭生活 に必要な言語であ

り互いの役割が異なるため、日本語の能力が母語の能力を上回る偏 重バイリンガルへ 成長することが

これまでの研 究から報告 されている(岩 見1993、 中島2002)。 さらに現実を見てみると、母語 喪失

に陥った子どもは両親とコミュニケーションできない、あるいは何 らかの理由で帰国した後、母 国での

社会生活に適応できないといった問題も指 摘されている(江 原2000)。 母語喪 失については今実際

に日本社会 で起こっている現象であるが、現 時点において具体的な研 究はほとんど行われていない。

そのため、 日系人の中で最も高い割合 を占める在 日ブラジル人の子どもたちの母語 喪失にはどのよう

な要因が関わっているのか、またどのようなプロセスを辿って母語喪 失が行われていくのか、時 間の

経過とともに母語喪 失の実態を解 明することが急務 となっている。

そこで、本研究 は在 日ブラジル 人児 童 ・生徒 の母語保 持の実態 を解 明す ることを目的とし、以下

の3つ の観点から分 析を試みる。 まず 、1)こ れまで行われ てきた在 日外 国籍 児童 ・生徒の二 言語

能力に関す る研 究を整理し、母語 喪失 の実 態と母語保持 にかかわる要 因を探る。 次 に、2)事 例

として2名 の在日ブラジル人児童 を対象 にポルトガル語会話力 テストを実 施することで、日本で生 活す

るブラジル人の子 どもたちの母 語による会 話力の実態を把握 するa同 時 に、3)言 語使用や母語 保

持へ の意識 、母語 保持 のための取 り組みなどについて子 どもたちだけでなく親に対 しても聴き取 り調

査を行うことにより、在 日ブラジル人児童を取り巻 く言語環境のうち何 が子どもたちの母 語保持に影響

を与えているのか、その要因を明らかにする。



2.在 日外 国籍 児童 ・生徒の二言語能力

現段 階においてバイリンガル児 童 ・生徒 の二言語 能力に焦点をあてた研 究は数少なく、 日本語 と

英語 以外という組 み合わせのものはさらに少ない。その 中で、外 国籍児童 ・生徒 の二言 語能力を客

観テストにより測定し、それぞれの能力に影響を与えている要因を考察したものに次 のような研究があ

る。 中 島 ・ロザ ナ(2001)は 日本語の会 話力習得と継 承語保持 のダイナミックスの実態 を知るため、

242名 のブラジル人児童 ・生徒 を対 象にTOAM(TestofAcquisitionandMaintenance)1とOBC

会話テスト2を実施 した。 また、親に対 して二言語 の保 持や習得へ の態 度を尋ねるためのアンケー

ト調 査も行い、具体 的に二 言語の会話力の構造、二言語の会話力に影響を与 える要因 、会話 力の

予測性 、継承 語教育への展望 について明らかにしている。 二言語 の会話力 の構 造について、2年

くらいで獲 得できるのは対話 力であり、認 知面の会話 が十分できるようになるには5年 かかると述 べ

ている。 二言語 の会話力に影響を与える要因として、入国年齢とポルトガル語 の保持をあげ、10歳

を境 目とし、それ以降に来日した子 どもは高 度な会話 力保 持が可 能であり、それ以前に来日した場合

は低迷 する場 合が多いと述 べている。 また、滞在 年数と日本 語の認知面 における会話 力では、小

学 校高学年 であっても認知面 の会 話力が低い子どもたちが多いということである。 会話力 の予測性

について、 日本語 、ポルトガル語両方の会話力が語彙 、聴解 、読 解力と関連しているため、簡単な

語彙テストを実施 するだけで会話力全体の80%が 推 定できるという。 そして、継 承語教育へ の展望

については、学齢 期以前に来 日した子どもに対 しては母語補強を目的とした幼児 教育、10歳 以前で

来 日した子どもについては読み書 き教 育の確立を、そして母語保 持がある程度できている子どもにつ

いては高度の母語補 強教育が 必要とされていることが示された。

また、外 国籍 児童 ・生徒 の二 言語能 力に影響 を与 える要 因を彼 らの自己評価 結果に基づいて考

察したものに以下 のような研 究が ある。 綾部(1995)は 広島県のある小学 校に通うブラジル人児童

を10歳 以上で来日したグループ17名 と10歳 以下で来日したグループ19名 に分 け、彼 ら自身がポ

ルトガル語と日本語をどの程 度理解 し、運 用することができると感じているのか、彼 らによる5段 階自

己評価 に基づき調査 した。 その結果、日本語に関 して、授 業の理解 度は普通 であるが、漢字の習

1「 海外から来て日本に学んでいる子どもたちが第.二言語として日本語をどのくらい習得 しているかということと、彼らが既に獲得

している母語能力をどのくらい保持しているか、その両方をみることを目的としたテスト」 岡崎(2002:46)

2こ のたびの研究において方法論として用いるものであるため、3.調 査で詳細を説明する。
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得に困難を感じている子どもたちが多いことが明らかにされた。 また、母 語に関しては、9歳 以前 に

入 国した子どもと10歳 以 降に入 国した子どもの 問で読 み ・書きにおいて有 意差がみられたことから、

9～10歳 を境に入国年 齢が低いほど母語喪失が 引き起こされ るということが指摘 されている。 山口・

一二 三(1998)は
、6～17歳 までのベ トナム人年少 者58名 を対象 に、二言 語能力と二言語 の使

い分けに関するアンケート調査 を行い、滞日年 数、来日年齢 ならびに現在の年齢といった3つ の要因

が日本語習得と母語保持に対 してどのように関係しているのかを調査した。 その調査結 果から、日本

語能力には滞 日年数、ベトナム語能力には来日年齢、また二言語 の使 い分 けには滞日年数 と来 日年

齢の双方が関与 していることが明確化 された。 さらに、日本語 に関 して、生活の 中で伝達に必要と

される日常 会話 力の習得には2～4年 、教科学 習に必 要とされる認知 度の高い言語 能力の習得 に

は4～8年 が必 要であること、また、母語に関して、来 日年齢 により保 持される能力にも差 異がみら

れ、 来日年齢 が4～7歳 の場合 には話す能力 、来 日年齢が8歳 以降の場合 には読 み書 き能力を

も保持 する傾 向があることが示されている。

さらに、外国籍児 童 ・生徒の母語 保持の実態 を取り扱 った研究 には以 下が挙 げられる。

小 野(2001)は 中国から来 日した児童 ・生徒を対 象に、日本語 習得と母語 保持との関係性 を調

査す る目的で、日本語語 彙力テストおよび漢字 かなふりテスト、中 国語語彙力、 算数計 算力 の調査

を行った。 その結果、彼らは来 日時に中国語 を保 持していて、母語教 育が不 十分 な言語環境 に身

をおくと来日1年 であるにもかかわらず、学習言語力としての中国語語彙力をほとんど喪失 するが、生

活言 語力に関しては保 持されることわかった。

また、母語保 持教 室に通う中国帰 国子女 を対 象とした斉 藤(1997)は 母 語喪失 と日本語獲 得の

実態を記述し、母語喪 失の要因を考察する目的で、母語 保持教 室に通う4名 の中国帰 国子 女を対

象に聴 き取 り調査を行うと同時 に、彼らの言語行動 を記 録するために母 語保持教室 において参与観

察を実 施した。 その結 果、4技 能 の中で口頭 能力に比べて読み書き能力の方が喪失 しやすいこと、

家庭 内で母語を漠然と使用するだけでは母語保持 には不十分 であること、そして、来日時に読 み書

き能力が有るか無いかが母語保 持を決める要 因の一 つであることが指摘 された。 岩 見(1993)は

母語保持 ・喪失 や言語 使用の実態を探ることを目的としたアンケート調査を実施 した。 日本に定住す

るベ トナム、ラオス、カンボジアの子どもとその親 に対し、二言 語の能力や家庭 内の言語使用などに

ついて尋 ねた結果、子 どもたちの母語喪 失が進んでいること、母語 の口頭 能力が十分 にある子 ども

たちは少なく、特 に読み書 き能力が十分 な子どもに関してはベトナム3割 、カンボジア1割 、ラオス1

割半と非常に少ないことが 明らかになった。



以上 から、外 国籍 児童 ・生徒の母語保持 ・発達 には入国年齢 が大きく関係 していること、そして、

そのために日本生 まれ、あるいは幼少期に来日した子 どもたちは母 語を保持・発 達させるのが 非常に

困難であることが先行研 究により明らかになった。 そこで、次に2名 のブラジル人女子児童 を事例 と

して行ったポルトガル語による会話力テストおよび彼女 らとその親へ の聞き取 り調査 の結果を提 示する。

3.調 査

2005年9月 ～12月 において広島県東部 地域在 住で日本の公立 学校に通 う、在 日ブラジル人の

子どもたち2名(Aち ゃん;来 日年齢6歳 、小 学校6年 生 、女の子、Bち ゃん:日 本生 まれ、小

学校5年 生 、女子)を 対 象にポルトガル語 による会話力 の実態 を把 握する目的で会話テストを実 施

した。 さらに、その後、彼 らが持っている母語に対する意識を探 るため、子どもたちとその親双 方に

対 して言語使用状 況や母語保 持への取 り組みなどに関す る聴き取り調査を行った。 上記の調査を行

うため、筆者が調査参加 者の家庭を訪問するという形式をとった。 そして、事前に許可を得た上で、

テーブルの上に録 音テープを設置し、.記録のため会話テストならびに聴き取り調査 の内容をすべて録

音 した。

調査 時に母語 の会 話力を測定するために用いられたのは、バイリンガル環境 で育つ6歳 から15歳

ぐらいまでの年少 者用に開発 されたOBC(OralProficiencyAssessmentofBilingualChildren)

テストと呼ばれる個人インタビューテストである。 このOBCテ ストは、 「導入会話 」、 「基礎 タスク」、

「対話 タスク」、 「認知タスク」から構成される。 「導入会 話」は、 名前 や年 齢等 に関する質問をす

るなど、会話テストを実 施する上で必要 とされる情報 を得るために行われるもの、 「基礎タスク」は文

型 中心 の質問を通 して言語知識 があるかどうかを判 断するもの、 「対 話タスク」はある場面を想定し

た対話 形式のやりとりができるか をみるもの、そして 「認 知タスク」はこれまでの知識を駆使しどれだ

け説 明したり、理由や意見を述べ ることができるかをみるためのものである。 これらのタスクは年齢や

能力に応 じて行われるが、本研 究の調査参 加者2名 に対 してはすべ て実施 した。

OBC会 話力テストの評 価 方法は、テストの流れ に沿 って質問 に答 えられたかどうかを判 断する

「達成度 評価」 と会話 力全体の 質を 「基礎 言語面」、 「対話面 」、 「認知 面」 の三つの側面 から

判断す る 「三面評価 」がある。 「基礎言 語面」は基 本的な言語 事項が どの程 度できるかをみる領

域 、 厂対話 面」は日常生活の対 人関係で必 要とされる対 話能力を測定 するための領域 、 「認知面」
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は場 面の助けがなく高い思 考力が求められる会話を測定 するための領域 を指 す。 本研究 では、以

上 の 「達成 度評価」、 「三面評 価」に、子どもたちの母語 による会話力のレベルを明確に表わすた

め、母語保持 の状況により子どもたちの会話 力を6段 階に分類 した 「総合評価 」3を加えた3つ の

方法 により子どもたちの母語 能力を評価した。

4.調 査結果 と考察

4-1.達 成 度 評価

達成度評価 はそれぞれのタスクがどれだけこなせているか 、できていれば1点 、できていなければ

0点 、たとえできていzも 文法 的な誤 りがあるなど不 十分な場 合は05点 として換算 したものである。

導入会話を含 む 厂基礎タスク」 では、あいさつ、名前 、誕 生日、学年に始まり、友 人や家族 、好

きなスポーツ、一 日のタイムテーブル、将 来の夢 などについて文 型中心の 質問をしている。 「対話 タ

スク」では、隣の席の友 人に鉛 筆を借 りる場面 や自分の誕生 日パーティーに友人を誘う場面、家族

の留守 中にかかってきた電 話に出て、相手のメッセージを家族 に伝えるという場面 を想 定することで、

状 況に応じた応答を要求した。 また、 「認 知タスク」では、絵の 中で起こっている状況 の説 明や環

境破 壊に関す る理 由や意見を求めたり、ストーリー性 のある4つ の絵を見てひとつの物語 を完 成させ

るというタスクを行った。 以 下のグラフ1.はAち ゃん、Bち ゃんそれぞれが 「基礎 タスク(導 入会話

も含む)」、 「対 話 タスク」、r認 知タスク」 において得た点数 を得 点率にしたものである。

グラフ1.

36段 階評価は国立 国語研究所の 「児 童生徒に対 する日本語教 育のカリキュラムに関する国際的研究(～:ド成7年 度～11年

度)」 で用いられたものである
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Aち ゃんの得 点率は 「基礎 タスク」100%、 「対話 タスク」85%、 「認知 タスク」66.7%で あり、

一 方、Bち ゃんの得 点率は 「基礎タスク」、 「対話タスク」、 厂認知タスク」 の順 に47.6%、70%、

44.4%で あった。 すべてのタスクにおいてAち ゃんの得点率がBち ゃんのそれを上 回っていることが

みてとれる。 また、Aち ゃん、Bち ゃんに共通して言えることは、 厂認知 タスク」 の得点率 がそれ 以

外の二つのタスクと比べ て最も低 い割合 を占めているということである。 厂認知 タスク」.をこなす には

教科 学習 に関連 した高い思考力が求められることから、このタスクの得 点率が低いというこの結果は

ポルトガル語で教科 学習を理解 するのに十分な能力を有していない可能性が あることを示 している。

Bち ゃんに関して、 厂基礎タスク」、 「認知 タスク」の得 点率 は40%台 にとどまっており、ポルトガル語

の言 語知識や学 習に必要な能力が低いにもかかわらず 、 「対話 タスク」 では得点 率が70%に 達 し

ている。 このことから、高度な認 知力を必要 とせず場 面に依存 した会話である場 合には受 け答えが

可 能であることが調査 結果から明らかになった。

4-2,三 面 評 価 結 果

グラフ2.

三面 評価とは、会話力全体 を基本的な言語事項がどの程度 習得 されているのかを評価 する「基

礎言語面」、場 面の助けがある対話がどれくらいできるのかをみるための 「対 話面」、そして場面の
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支援 がない高い認知 力を要 する話がどれくらいできるかを判定す る 「認知面 」の3側 面から評価 す

ることをいう。 「基礎 言語面 」 は、二 言語の分化 、発音 、語 彙の量、文 の生成 、文 法的正確 さ、

文のタイプ ・質の6項 目、 「対話面 」 は聴解 力、会話 への参加 態度、流 暢さ、 タスク達成 度、 話

体 ・敬体 の5項 目、 「認 知面」は話 のまとまり、内容 の豊富さ、語彙の量 、段 落とその質の4項 目

から構 成されている。 以上の合 計15項 目をよくできる(5点)、 できる(3点)、 なんとかできる(1

点)、 まったくできない、あるいは評価 不可能(0点)の4段 階で評価 し、点数化した。 グラフ2.

をみてみると、ここでもいず れの評価 項 目においても、Aち ゃんがBち ゃんの得点を上 回っていること

がわかる。 次 に、各側面 がどれだけの得点率 であるのかを示す ため、それぞれの項 目で獲得 した

点数を側面ごとに合計し、得 点率に換 算した。 その結果 、Aち ゃんに関して 「基礎 言語面 」86,7

%、 厂対 話面」100%、 厂認知 面」70%、 また、Bち ゃんは 厂基礎 言語面」23.3%、 厂対話面」

40%、 「認知面 」40%で あった。 このことからAち ゃん、Bち ゃん共 通して 「対話 面」 が比較 的

発 達していることがわかる。

具体 的にどのような発話 がみられたのか 簡単に特 徴 的なものを以下に記す 。

[二言語の分化]:Bち ゃんは例1の 下線 部 「amigosとbrinca」 のような日本語とポルトガル語を

混ぜ るだけでなく、 「え一」といったフィラーや 「うん」というあいつちや返 答などがポルトガル語会話

の中 に何 度もみられた。 さらに、ポルトガル語で質問しているのにもかかわらず、返答が すべて日本

語 ということもしばしばあった。

例1)R:調 査 者B:Bち ゃん(以 下 同 様)

R:Oquevoc麥aisgostanasescolasjaponesas?学 校 で 何 を す るの が 一 番 好 きで す か?

(中 略)

B:Ah,n穉.え 一 、amigosとbrinca.あ 一 、 違 う。 え 一 、 友 達 と遊 ぶ 。

R:Bingo?う ん 、 ビ ンゴ?

B:Brinca.遊 ぶ 。

R:Ah,brincar.あ 一 、 遊 ぶ か 。

[発 音]:再 び上 記 の 例1に 目をや ると、 「学 校 で 何 をす るの が 一 番 好 きか 」 とい う調 査 者 の 質 問

に対 し、Bち ゃん は 「amigosとbrinca」 と答 えてい る。 その とき、 調 査 者 は 「ビンゴ?」 と聞 き返 し

てい るが 、 これ はBち ゃん が 言 った 厂amigosとbrinca」 のbrincaの[r]の 発 音 が 消 失 してお り、
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本 来 の 発 音 の"ブ リンカ".で はな く"ビ ンカ"と 聞 こえた ため であ る。 ほ かに も"livro(本)"や

"comprido(長 い)"の[r]の 発 音 も同 様 に消 失 してお り
、 本 来 、 リブ ロと発 音 され るべ きもの が"リ ニ

ボ"、 そ して コンプリードが"コ ンピード"と 発 音 され て お り、 何 を意 味 してい るの か す ぐに は理 解 す

ることが で きなか った 。 このように、Bち ゃん に 関 して 、 語 中 の[r]の 発 音 の 消 失 が 頻 繁 に みうけ ら

れ た。

[語彙の量]:以 下の例2の ように誕生 日を尋 ねた際、 月や日にちの言い方がわからず、思わず 「二

月ってどう言うん?」と日本語で聞き返すということがあった。 ほかにも、 厂学校 から家 に帰ってから何

をしますか?」 という質 問に宿題(tarefa)と いうポルトガル語 がわからず 「宿 題ってなんていうんだっ

け」や、 「お友 達と何 をして遊 びますか?」 という質問にもおにごっこ(pega-pega)と いう単語がわ

からず 「おにごっこってなんていうんだっけ」と日本語で尋ね返す場面 がたびたびあった。 「宿 題」、

「おにごっこ」、 「二月」 など日常よく用いられる単語であるため語彙 不足が感じられる。

例2)

R:Quando駮seuanivers穩io?お 誕 生 日はい つ です か?

B:な んて いうのか な?え っと、 え一?2月 。 え 一?わ か らん。2月 って どう言 うん?

[文法的正確 さ]:例3を みると、 「兄 弟はいますか」 の質問に 「います」 と答えているが、ポル

トガル語の動詞terは 主格の一 人称単数にあわせて活 用させなければならないので、"tenho"と な

る。Bち ゃんは活用 はさせているものの、3人 称単数現 在形の形に活 用させている。 動詞 の活用の

誤りのほかに、複数形 にしなければいけないところを複 数形にしないという誤りが見受けられた。 厂今

日は何時 に起きましたか?」に対して、 「7時」と答えられてはいるが、時間の単位 である"bora"を

複 数形の"horas"に する必要があっただろう。

例3)

R:Vocetemirm�souirm龝?兄 弟 は い ま す か?

B:Tem.(誤)Tenho.(正)い ます 。

R:Aquehorasvoc鸞cordouh(>je?今 日 は 何 時 に 起 きまし た か?

B:Setehora.(誤)Setehoras(正)7時 。
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[会話への参加G.茁x]:Aち ゃん、Bち ゃんともにテストとは思わず、テープレコーダーに録 音するこ

とに興味を持ったり、また絵も数多く用いて行うので、まったく嫌がらず、むしろ楽しみながら答えてい

た。 ひとつの 質問に対して、 ポルトガル語 がわか らなくてもその時点でやめてしまうのではなく、たと

え日本語でも答えようとする積極性 がみえた。 ポルトガル語を話 すのを嫌がったり、恥 ずかしがったり

という様子 はまったく無 かった。

[内容の豊富さ]:以 下の例4はBち ゃんが一枚 の絵 の中で起 こっている状 況を説明している。 そ

の状況とは男の子が野球 をしていて、男の子が打ったボールが 花瓶にあたり、花瓶がわれてしまった

ため母 親が怒 っているというものである。 下の文 も文 法的には誤りがあり、また野球を遊びと言ってい

たり、花瓶が絵 に置き換 わっているものの、多くの子どもたちがするようにただその場に起 きている状

況を説 明するだけでなく、Bち ゃん自身がお母 さんや男の子の役 を演 じながら説明していた。

例4)

B:Meninotavabrincando.Eelequebrouquadro.Essem稙fcoubravo.Af,"oque駲uet�

acontecendo"elafalou,n�.Eeleexplicou,"M稙,eutavabrincandoequadroquebrou."

Aim稙ficoubravo.

B:男 の 子 が 遊 ん で い まし た 。 そ の 子 は 絵 を壊 して しまい まし た 。 お 母 さん は 怒 りま した 。 そ して 、

"ど うした の?"尋 ね まし た
。 男 の 子 は 説 明 し まし た 。"お 母 さん 、 遊 ん で い て 、 絵 が 壊 して し

まった"そ した ら、 お 母 さん は 怒 りました 。

4-3.総 合 評 価

総合 評価 はポルトガル語会話 力を6段 階で評価 したものである。 第1段 階は 「単語レベルの応

答がほとんどであり、言葉 による応 答が 困難」、 第2段 階は 「二語レベルでコミュニケーションができ

る」、第3段 階は 厂文法 面での習得に問 題はあるが、単文 レベルでのコミュニケーションができる」、

第4段 階は 「認 知度の高いタスクは不 十分であるが 、日常 的ならスムーズにこなせる」、第5段 階

は 「認知面 タスクもこなせるようになるJ.第6段 階 は 「社 会性 が増 して相手へ の配慮、丁 寧さ意

識が加わる」である。そして、以下 のグラフ3.が 示 すように、Aち ゃんは第5段 階、そしてBち ゃ
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んは第3段 階に位置している。

グラフ3.

6

5

4

3

2

1

0

総合評価(6段 階評価)

■Aち ゃん

圃Bち ゃん

以上 、Aち ゃん、Bち ゃんの母 語による会話 力を3側 面 から評価してきた。 そして、来日年 齢6

歳であるAち ゃんのほうが日本 生まれのBち ゃんよりもいずれの側面 においても高い評価を得 ている

ことがわかった。 このことから、先行研究 で整理したように、来日年齢が低いと母 語保持が困難であ

ることがこの結果からも確 認された。 次に評価 ごとにふたりを比較してみると、Aち ゃんの達 成度評価

は 厂基礎iタスクJ100%、 「対話 タスク」85%、 「認知タスク」66.7%、 これに対 しBち ゃんは 「基

礎 タスク」47.6、 「対話タスク」70%、 「認知タスク」44.4%で ある。 また、三面 評価ではAち ゃ

んは 「基 礎言語 面」86.7%「 対話面 」100%「 認知面」70%、Bち ゃんは 「基礎言語 面」23.3

%、 「対話 面」40%、 「認知面 」40%で あった。 総 合評価ではAち ゃん5、Bち ゃんは3で あっ

た。 これ らをまとめると、Aち ゃんは高い認知 度を要 求する母語による会話力、そして、Bち ゃんは

場 面依 存度 の高い母語 による会話力を保持 していることが推 測される。 これは朱(2005)が 指摘

する 厂韓 国語 の日常 会話力 と認知 会話力 を保持 できる入 国年齢が異なる」と一致する。 しかしなが

ら、さらに別の要 因が 存在する可 能性 があるため、以下では母語保持へ の意識 、母 語保 持への取

り組み、彼 女らを取り巻 く言語環 境などに関して彼女ら自身とその親に聴 き取 り調査 を実 施した。

4-4.イ ンタビュー結 果 から

4.4.1.言 語使 用

Aち ゃんは父 、母 、小学校4年 生の弟の4人 家族であり、家族とのコミュニケーションは完全にポ

ルトガル語を用いている。 一方、日本人の友 人と遊ぶときやブラジル人の友 人であっても日本語を得

意としている場合にはその相手に合わせて日本語を使用する。 また、家庭 内ではポルトガル語でコミュ
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ニケーションをしているにもかかわらず 、学 校の廊下 です れ違 ったときには弟とも日本語で会話をして

いる。 テレビはブラジルの番組を中心としているが、 日本の番組も見ており、その両方において理解

の上で困難に感じている様子 はない。 一方、Bち ゃんは父親 、母親、5歳 の弟 と一緒に生活してい

るが、家庭内における使用 言語はポルトガル語と日本語 の両 方である。 さらに、実 際、父親や母親

からはポルトガル語で話しかけられても、Bち ゃんはほとんど日本語 で答えている。 一文の中でMamae

(お母 さん)やPapai(お 父さん)と いった呼称 のみをポルトガル語 で表現 し、その後は日本語を使

うケースがしばしばみられた。 テレビは毎 日学校から帰 宅してから平均約3時 間ブラジルのドラマを見

ている。 理解 度に関する自己評価ではだいたい理解 できているとしている。

このように、大 人が 意図的に二 言語の使い分 けをしていないと子 どもは自分の得意とする言語 ばか

り使う傾向にあると中島(2001)が 述べ ているように、本研 究においてもポルトガル語と日本語の使

い分 けができていない場合 、Bち ゃんは家 庭 内において日本語がわかる相手 に対して日本語でコミュ

'ニケーションすることにより、家庭が唯 一ポルトガル語を用いる機 会であってもその機会は減少し、そ

の結 果、Bち ゃんはAち ゃんのポルトガル語会話 力に比 べすべ ての評価結果 において下 回ったと考

えられる。

4.4.2.親 の意識

Aち ゃんの母 親 は子どもが 自分はブラジル人であるというアイデンティティを保持す るため、そして、

親子 間のコミュニケーションを維持 し、家 族の絆を深めるために母 語保持 は非常 に重要であるとして

いる。 そのため、Aち ゃんが小学校1年 生 に入学 する頃、母 親は子 どもがブラジル人であるという

ことを忘れ日本の生活習慣のみを身につけてしまうことを恐れ 、家庭内ではポルトガル語のみを話すよ

う心 がけたり、日本人の友人だけでなくブラジル人の友人とも遊 ばせたりした。Bち ゃんの家庭では意

識的 にポルトガル語が使 用されているわけではなく、ブラジルのテレビ番組 を見ることも娯 楽のひとつ

とされている。 また、母 語保持 に対 する取り組み に関しても、Bち ゃんの母親 は 「意識して行ってい

ることは何もない」と答えている。 しかしながら、ブラジルに帰 国後の生活 と学校教 育を受 ける上で

必要不可 欠であることから、母語保持については重要なことであると認識 している。 つまり、子どもに

とってポルトガル語は大切 な言葉 であり、 ポルトガル語も身につ けて欲しいとは願っているものの、母

語保持 に対し意識 的に取り組 むという姿勢 はみられなかった。 これに関して、 斉藤(1997)は 本人

および家族が母語保持 に対して強い意志 をもち、努力することが話 す聞く能力 を保持させ ることにつ

ながるのであり、家庭において漠然と母語 を使 用するだけでは母語保持 の決 め手 にはならないことを
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示 して い る。

4.4.3.母 語 による教科 教育

Aち ゃんは日本の小学校4年 生の3学 期から5年 生の2学 期終 了までの約1年 間、ブラジルの

学 校がどのようなシステムであるのか見聞を広めるため、ブラジルの学校に入学した。ブラジルに一

時帰国する前にも、家庭内で母 親とブラジルの学 校で使用 されている教 科書を用いて母語保持 教育

が行われていた。 そして、その成果としてブラジルの学校 に入学する際 、同学 年をもう一度繰 り返す

ことなくそのままquintaSerie(5年 生)に 入学 することができた。 また、現在 も毎 日ではないが 母語

での教 科教 育は続 けられている。 そのことから、Aち ゃんは 厂総合評価」 では第5段 階、教科 学

習に関連 した能力が必要な認知タスクもこなせるようになるという高い評価を得たのであろう。 また、こ

のことは 「母語による教科学習が母 語力の発達 によい影 響を与える」朱(2003:23)と 一致 する。

5.お わりに

本研 究では在日ブラジル人児童 の母 語保持 の実態 を探 るため、まず、これまでに行われてきた在

日外 国籍 児童 ・生徒の二言語 能力に関する研 究を整理し、母語保持 の実態と母語保持 にかかわる

要因を探 った。 次に、在日ブラジル人児童 を対象 とし、母語 による会話力テストと親を含めた聴 き取

り調査を実 施することでポルトガル語会話力の実 態を探った。 最後に、聴 き取 り調査の結果を踏まえ、

何 が母語 保持に影響 を与えているのかについて分析・考察をした。 先行研 究か ら、母語保持 の要

因として来 日年齢が関係していることが指摘 され、そのために日本生 まれや幼 少期に来日した外 国籍

の子ともたちが母語を保持することが非常 に困難 となっていることが明らかになった。 在日ブラジル人

児 童2名 を対 象に行った母語による会 話力 調査に関して、全般 的に 「達成 度評価」では場 面依 存

度が低 く、高い認 知力が要求される 「認知 タスク」の得点率が ほかのいず れのタスクの得 点率より

も低いこと、 「三面評価 」では場面の助 けがある対 話がどれくらいできるかを評価する 厂対 話面」の

得点率 が高いこと、 さらには 「総 合評価」では来 日年齢6歳 の子どもが 第5段 階、日本生まれ の子

どもが 第3段 階であり、いずれの評価 方法においても来日年 齢が6歳 の子どもの母語による会話力

のほうが 日本生まれの子どもを上 回っていることがわかった。 このことから来日年齢が低いほど母語保

持が困 難であることと、来日年齢 が6歳 の子どもは高い認知 度を要求す る会話 力、そして、 日本生

309



まれの子 どもは場 面依存度の高い会話力 を保 持していることが推測 される。 この結果、本研 究にお

いても来日年齢により保持される能力が 異なることが確 認された。 最後に、子どもやその親に対して

行った聴 き取 り調査 から母 語保持 に影響 を与える要 因として 「言 語使用」、 「親の意識」、 「母語に

よる教 科教 育」 が浮か び上が った。

以 上のように在 日ブラジル人の子どもたちの母語 能力に焦点をあて、実態 の把 握と基礎 資料の提

示を行うことを通じて、外 国人受け入 れに対する施策作 りのために微力ながらでも貢献できれば幸い

である。

(リサーチ・アシスタント、言語文化研究科博士後期課程)
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